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こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
鎌
禽
将
軍
家
の
御
使
と
い
う
一
般
的
な
意
味
の
も
の
で
は
な
く
、
　
「
鎌
倉
殿
御
賃
下
　
云
々
扁
の
書
娼
を
有
す
る
下

文
の
発
給
者
た
る
「
鎌
倉
殿
御
使
」
で
あ
る
。
こ
の
下
文
は
元
暦
二
年
四
月
か
ら
七
2
1
に
か
け
て
の
短
期
間
に
集
中
し
て
残
っ
て
い
る
の
み
で
、
そ
の
後
は

こ
の
形
式
の
下
文
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
藤
原
久
経
・
近
藤
七
国
平
の
二
人
で
、
同
年
二
月
五
臼
か
ら
七
月
廿
八
日
ま
で
京
都
・

畿
内
近
国
、
以
後
同
年
末
乃
至
翌
年
初
頭
ま
で
は
鎮
西
四
国
に
お
け
る
武
士
の
非
法
移
籍
の
停
止
に
携
っ
て
い
た
。
鎮
西
下
向
以
前
は
、
彼
等
は
義
経
出
陣
　
…

後
の
京
都
お
よ
び
そ
の
近
国
十
一
ケ
国
の
治
安
維
持
を
任
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
国
々
は
具
体
的
に
ど
こ
ど
こ
で
あ
っ
た
か
。
又
彼
等
の
鋏
西
下
向
は
い
か
　
…

な
る
意
義
を
有
し
て
い
た
か
を
検
討
し
た
い
。
こ
の
問
題
は
い
わ
ゆ
る
「
魚
網
行
政
権
」
、
「
地
頭
設
置
」
と
も
深
い
関
連
を
有
し
て
お
り
、
鎌
倉
幕
府
成
立

期
の
諸
鰯
度
を
明
か
に
す
る
一
助
と
し
た
い
。
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こ
こ
で
「
鎌
倉
殿
御
使
」
と
し
て
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
の
は
鎌

倉
殿
の
使
と
い
う
一
般
的
な
意
味
の
竜
の
で
は
な
く
、
　
「
鎌
倉
殿
御

使
下
　
云
女
」
の
書
出
し
を
有
す
る
下
文
の
発
給
煮
た
る
「
鎌
倉
殿

御
使
」
の
こ
と
で
あ
る
。
鎌
倉
殿
御
使
下
文
の
中
で
、
現
在
知
ら
れ

て
い
る
の
は
次
の
一
二
通
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ω
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
四
月
廿
八
日
　
丹
波
国
私
市
庄
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

②
同
年
五
月
一
日
　
山
城
国
遠
木
津
御
庄
官
等
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

㈲
同
年
七
月
一
日
　
紀
伊
国
名
草
郡
内
栗
栖
庄
公
文
田
堵
等
宛

　
以
上
三
通
は
い
ず
れ
も
元
暦
二
年
四
月
か
ら
七
月
に
か
け
の
短
期

閥
の
も
の
で
他
の
年
の
も
の
は
兇
ら
れ
な
い
。
ま
た
署
判
者
な
い
ず
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れ
も
藤
原
某
・
中
原
某
の
二
人
で
．
こ
の
両
人
が
鎌
倉
殿
御
使
で
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
二
通
以
外
に
も
金
勝
寺
文
書
元
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

エ
年
四
月
廿
四
日
付
の
下
文
案
に
藤
原
某
・
中
原
某
両
人
の
署
判
が

見
ら
れ
る
。
こ
れ
ば
「
下
云
女
」
と
単
な
る
下
文
形
式
の
も
の
で
、

近
江
国
金
勝
寺
所
司
庄
官
等
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
平
安
遺
文
に
お

い
て
は
こ
の
下
文
は
関
東
下
知
状
案
と
名
付
ら
れ
て
い
る
が
、
　
「
任

院
宣
状
し
　
「
依
院
宣
」
と
あ
る
の
み
で
、
文
面
か
ら
は
特
に
関
東
関

係
と
い
う
こ
と
を
示
す
証
拠
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
と
一
連
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

文
書
で
あ
る
元
暦
二
年
五
月
六
日
源
吉
基
平
義
包
連
署
下
知
状
か
ら

考
え
る
と
、
平
安
遺
文
の
如
く
そ
の
発
給
者
を
関
東
関
係
者
と
考
え

て
差
支
え
な
い
。
し
か
も
そ
の
日
付
は
先
の
鎌
…
倉
殿
御
使
下
文
を
湖

る
こ
と
僅
に
四
β
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
下
文
の
暑
判
者
と
鎌

倉
殿
御
使
下
文
の
署
判
者
と
は
同
一
人
で
、
こ
の
下
文
も
ま
た
鎌
倉

殿
御
使
下
文
の
一
種
と
考
え
て
差
支
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
鎌
倉
殿
御
使
の
中
原
某
・
藤
原
某
と
は
誰
た
め
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
鎌
倉
殿
御
使
下
文
の
日
付
は
元
暦
二
年
四
月
廿
八
日
（
金
勝

寺
交
書
の
下
文
を
含
め
れ
ば
欠
月
廿
四
日
）
か
ら
同
年
七
月
一
日
と
か
な

姿
の
短
期
間
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
宛
先
は
丹
波
・
山
城
・

紀
伊
の
国
々
で
あ
る
が
、
か
の
下
文
を
含
め
れ
ば
さ
ら
に
近
江
国
が

追
加
さ
れ
る
。
そ
し
で
こ
れ
は
何
れ
も
こ
れ
ら
の
国
々
に
寿
げ
る
武

士
庄
官
等
の
非
法
を
停
止
し
た
竜
の
で
あ
る
。
元
暦
二
年
四
月
か
ら

七
月
に
か
け
て
、
畿
内
近
国
に
お
い
て
武
士
等
の
非
法
停
止
に
活
躍

し
た
も
の
と
い
え
ば
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
典
膳
大
夫
西
経
・
近

藤
七
国
平
で
あ
る
。
彼
等
は
元
暦
二
年
二
月
五
日
、
源
頼
朝
の
命
を

受
け
、
使
節
と
し
て
上
洛
し
、
武
士
が
畿
内
近
国
所
々
で
狼
藷
す
る

　
　
　
　
　
⑥

の
を
停
止
し
た
。
そ
し
て
同
年
七
月
廿
八
日
に
は
院
庁
下
文
を
帯
し

て
鎮
西
に
下
向
し
、
彼
地
で
都
に
お
け
る
と
同
様
に
武
士
等
の
非
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
停
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
都
に
お
け
る
彼
等
の
任

期
は
二
月
五
β
か
ら
七
月
廿
八
日
ま
で
の
半
年
足
ら
ず
の
間
で
あ
る

が
、
現
存
の
下
文
の
日
付
は
い
ず
れ
竜
こ
の
期
間
内
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
久
経
・
国
平
の
姓
は
中
原
、
・
藤
原
で
、
こ
れ
ら
の
下
文
の
署

判
者
の
姓
と
一
致
す
る
。
ま
た
後
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
先
の
紀
伊

国
栗
栖
庄
に
関
す
る
粉
河
寺
の
訴
に
つ
い
て
、
大
江
広
元
が
命
を
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

え
た
相
手
は
典
膳
・
近
藤
七
両
名
即
ち
こ
の
久
経
・
国
平
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
当
時
「
鎌
禽
殿
御
使
」
で
あ
っ
た
の
は
典
膳
大
夫
中
原

久
経
・
近
藤
七
国
平
の
工
人
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

　
前
述
の
如
く
先
の
元
暦
二
年
四
月
廿
四
日
の
下
文
案
は
発
絵
者
等

か
ら
見
て
鎌
倉
殿
御
使
下
交
の
一
種
と
し
て
も
何
等
矛
盾
し
な
い
の
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「寅兼倉殿笹罰f吏」　考’　（1エ1【・i！）

で
レ
こ
の
下
文
を
含
め
れ
ば
鎌
倉
殿
御
使
下
文
は
餌
通
現
存
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
こ
の
形
式
の
絹
違
は
何
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

乏
し
い
史
料
か
ら
断
定
を
下
す
こ
と
に
は
危
険
も
感
ず
る
が
、
現
存

史
料
に
現
れ
た
限
り
で
は
単
な
る
下
交
形
式
が
先
行
し
、
　
「
鎌
倉
殿

御
使
下
」
の
書
出
を
持
つ
形
式
は
そ
れ
に
続
い
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
四
月
甘
囚
日
か
ら
廿
八
日
の
間
に
下
文
の
形
式
が
変
え

ら
れ
、
そ
れ
以
前
は
単
な
る
．
下
文
形
式
、
以
後
に
は
鎌
倉
殿
御
使
下

文
形
式
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
久
経
・
国
平
両
名
の
活
躍
に
つ
い
て
詳
し
く
書
及
さ
れ
た
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
て
は
友
田
吉
之
助
、
安
田
元
久
両
氏
の
研
究
が
あ
み
の
み
で
あ
る
。

何
れ
も
か
な
り
詳
し
く
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
不
十
分
な
と
こ
ろ
、

誤
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
少
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
以
下
爾
氏
の

研
究
を
検
討
し
つ
つ
論
を
進
め
た
い
。
な
お
久
経
・
国
平
が
門
鎌
倉

殿
御
使
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
期
間
は
極
め
て
短
い
た
め
、
そ
の
史

料
は
少
く
、
職
掌
そ
の
他
を
詳
し
く
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
中
で
屯
主
な
史
料
を
掲
げ
る
と
、
先
の
下
文
を
除
け
ば
次

の
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
れ
も
吾
妻
鏡
の
記
事
で
あ
る
が
、
特
に

当
面
必
要
な
部
分
の
み
を
示
し
て
、
以
後
の
立
論
の
助
に
し
た
い
。

〔
史
料
A
一
元
暦
二
年
二
月
五
口
条
〕

典
繕
大
夫
中
原
久
経
、
近
藤
七
国
平
、
為
使
節
上
洛
銑
、
鱗
鶴
鞭
脚
本
咄
汰
轍
是

追
討
平
氏
之
問
、
寄
菓
丹
前
線
、
散
在
武
士
於
畿
内
近
国
所
々
、
致
狼
藷
之
由
、

有
諸
人
之
愁
籍
、
三
三
不
七
軒
待
平
家
減
亡
、
且
為
被
停
止
彼
狼
硬
、
所
被
差

遣
也
、
山
根
舘
堕
甲
圏
［
近
辺
之
十
一
ケ
閣
［
、
寸
次
可
至
九
圏
四
園
門
、
悉
目
以
僧
註
奏
㎜
翻
、

町
回
院
宜
、
此
一
事
之
外
、
不
可
三
三
之
沙
汰
之
由
、
被
定
仰
云
々
、
今
爾

入
難
雰
指
大
名
、
久
経
回
、
故
主
典
三
三
三
一
有
功
、
又
携
文
筆
云
々
、
国

平
者
勢
士
也
、
三
三
一
戸
之
間
、
如
此
云
々
、
依
隣
裏
可
致
憲
法
沙
汰
之
趣
、

進
起
請
文
云
々
、

〔
史
料
8
一
同
年
三
月
三
罠
条
〕

有
益
馬
頭
三
三
朝
臣
妹
公
、
是
先
日
回
復
御
台
所
噂
話
猶
予
雪
避
、
蒲
自
美

濃
照
駈
謝
蹴
獅
志
上
洛
、
募
御
息
女
之
威
、
在
京
之
闘
、
研
曲
蔓
菜
多
芸
属
之
、

捧
往
臼
葬
絹
古
丈
書
、
寄
附
不
知
行
所
々
於
件
姫
公
之
後
、
又
称
粟
使
節
、

押
妨
権
門
庄
公
等
、
此
畜
、
当
時
力
添
之
所
愁
也
、
既
達
関
東
御
遠
聞
之
問
、

薄
之
物
狂
女
房
、
薄
綿
止
彼
妻
君
、
且
珂
搦
悪
相
港
図
之
由
、
今
日
被
仰
造

近
藤
七
国
平
、
井
在
京
畿
内
御
家
人
等
之
許
、
　
（
下
略
）

〔
史
料
C
i
同
年
三
月
四
日
条
〕

為
鎮
畿
内
近
繕
事
喚
、
述
懐
膳
大
夫
久
経
、
近
藤
七
国
平
、
為
御
使
、
被
差

遣
已
詑
、
而
猶
露
量
武
士
現
狼
籍
之
由
、
依
令
闘
野
営
、
諒
闇
叡
感
単
為
、

被
誌
上
其
子
細
云
々
、

　
武
士
之
上
洛
候
事
者
、
為
令
追
討
朝
激
候
也
、
…
…
．
（
中
心
）
…
…
於
近
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思
者
、
且
為
令
妻
定
、
使
者
…
一
人
所
属
上
洛
鍵
也
、
其
以
前
不
覚
者
候
、

　
只
守
院
宜
、
相
野
御
使
、
為
廻
行
楽
候
、
不
可
然
候
者
令
進
退
候
者
、
定

　
似
自
由
之
沙
汰
候
敷
、
募
顛
朝
威
武
士
濫
妨
事
、
令
停
止
候
之
許
也
、
子

　
細
勒
状
、
給
使
看
候
畢
、
以
此
旨
可
令
申
沙
汰
首
輪
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
三
月
四
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頼
朝

　
　
　
謹
上
　
藤
中
納
言
殿

〔
史
料
D
一
澗
年
五
月
廿
五
β
条
〕

被
差
遣
雑
色
六
人
於
典
膳
大
夫
、
近
藤
七
等
之
許
、
是
畿
内
雑
訴
成
敗
之
闘
、

久
経
三
人
、
国
平
三
人
、
可
召
仕
之
由
、
所
被
仰
付
也
、
以
語
次
、
京
畿
之

聞
、
可
致
沙
汰
条
々
、
被
遣
御
窮
書
、
其
問
、
久
経
不
町
航
人
之
賄
、
爾
平

不
可
現
僻
事
之
趣
、
被
載
加
之
云
々
、

〔
史
料
E
i
同
年
六
月
十
六
日
条
〕

典
膳
大
夫
、
近
藤
七
等
為
関
東
御
使
、
帯
院
寛
、
巡
検
畿
内
近
国
、
成
敗
土

民
訴
訟
、
然
聞
、
当
時
其
誤
不
為
、
一
　
昂
内
々
被
感
仰
之
処
、
尾
張
國
有
玉

井
四
郎
助
重
講
者
、
本
自
為
先
猛
悪
、
避
溢
諸
人
愁
之
由
謳
歌
、
近
日
殊
又

有
違
勅
之
科
、
傍
件
両
人
為
尋
沙
汰
、
二
二
忍
文
献
不
慈
、
還
及
選
言
、
干

時
久
経
等
…
責
上
子
細
事
間
、
為
俊
兼
奉
行
、
今
日
被
深
雪
重
云
、
違
背
論
命

之
上
者
、
不
可
住
日
域
、
依
令
聖
主
関
東
、
不
可
参
鎌
倉
、
早
可
逐
電
云
々

〔
史
料
F
一
同
年
七
月
十
二
田
条
〕

鎮
西
事
、
且
止
武
士
自
由
狼
籍
、
且
顯
倒
之
庄
属
如
旧
附
国
司
領
家
、
為
全
乃
．

貢
、
早
申
下
院
宣
、
行
向
陣
遂
巡
検
之
由
、
被
仰
久
経
国
平
等
云
々
、
亦
平
家
追

討
踊
帯
、
任
厳
命
、
廷
尉
春
則
帰
洛
、
参
州
建
干
今
在
三
酉
、
請
管
旧
藩
有
壁
寺

之
内
、
爵
所
々
有
其
訴
、
平
冠
召
上
件
豊
艶
之
旨
、
難
語
仰
下
之
（
下
略
）

〔
史
料
…
G
一
望
年
八
月
十
三
日
条
〕

久
経
爾
平
等
使
着
自
京
都
参
着
、
帯
院
庁
御
下
文
、
目
黒
赴
鎮
爾
畢
云
々
、

　
（
中
略
）

　
院
庁
下
　
太
宰
府
井
管
内
諸
国
在
庁
官
人
等

　
　
再
案
任
従
二
位
源
卿
使
中
原
馬
韓
、
藤
原
国
平
等
下
知
、
令
陣
止
武
士

　
　
　
妨
諸
国
諸
庄
委
附
国
司
領
家
事

　
　
（
中
略
）
去
六
月
成
書
下
描
人
、
畑
…
訓
剛
源
醐
景
状
、
差
久
潮
目
、
国
耀
丁
駈
下
－
遣
也
、

　
　
（
中
略
）

　
　
　
元
暦
二
年
七
月
廿
八
日
（
以
下
署
名
略
）

〔
史
料
H
－
襯
図
年
十
一
π
月
六
日
条
所
叡
頼
朝
掻
撫
状
〕

　
　
　
　
（
天
葉
同
年
十
二
月
二
十
七
臼
条
に
も
あ
り
。
）

　
（
晶
隅
略
）
露
点
待
平
家
追
討
ラ
」
左
右
、
為
郷
近
㎜
幽
・
†
一
ケ
園
瀧
〔
士
ナ
一
狼
籍
震

上
二
人
使
蹴
燐
嘱
望
下
知
翻
訳
恐
、
一
々
賜
院
宣
可
成
敗
襟
帯
野
点
候
畢
、

働
彼
国
碧
羅
、
大
略
令
沙
汰
鎮
候
平
調
、
依
詩
題
、
重
罪
件
使
者
男
被
下
野

鎮
西
四
軍
機
、
已
賜
院
宣
令
進
発
候
畢
、
…
…
畑
近
国
沙
汰
、
任
院
宣
可
鎮

労
狼
籍
之
由
、
兼
令
存
知
喉
之
処
、
不
聯
次
第
膿
来
候
、
　
（
巾
略
）

　
　
　
　
十
二
月
六
円
【
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
網
鰍
翻
咽
裟
一
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謹
上
右
中
弁
殿

　
以
下
こ
れ
ら
の
史
料
を
中
心
に
し
て
、
ま
つ
最
初
に
久
経
・
国
平
・

の
畿
内
近
国
に
お
け
る
活
躍
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
つ
い
で
鎮
西

に
対
し
て
の
彼
等
の
権
限
等
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
久
経
・
国
平
は
鎌
倉
殿
御
使
と
し
て
在
京
中
に
い
か
な
る
任
務
を

帯
び
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
A
に
よ
れ
ば
、
久
経
・
国
平
は

武
士
等
が
兵
穣
米
に
か
こ
つ
け
て
畿
内
近
国
で
．
狼
籍
を
行
う
の
を
停

止
せ
し
め
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
元
暦
二
年
木
曾
義
仲
の
妹

（
頼
朝
室
敗
軍
の
猶
子
）
が
上
洛
す
る
や
、
鉦
曲
の
輩
は
彼
女
に
属
し

て
非
法
を
行
っ
た
た
め
、
頼
朝
は
「
且
停
止
彼
笹
吹
、
且
可
搦
進
同

順
族
」
こ
と
を
近
藤
七
国
平
お
よ
び
在
京
畿
内
御
家
人
等
に
命
じ
た

（
史
料
B
）
。
ま
た
前
に
述
べ
た
鎌
倉
殿
御
使
下
文
は
い
ず
れ
も
武
士

庄
官
等
が
庄
園
等
に
お
い
て
濫
妨
す
る
の
を
停
め
た
竜
の
で
、
兵
建

米
に
限
ら
ず
広
い
意
味
で
の
武
士
の
金
談
を
停
止
す
る
こ
と
が
彼
等

の
任
務
で
あ
っ
た
。

　
史
料
A
に
は
「
悉
財
経
奏
聞
、
可
随
院
宣
、
此
一
事
営
外
、
不
可

交
私
之
沙
汰
」
、
史
料
G
に
は
「
為
停
近
国
十
一
ケ
国
武
士
之
狼
籍
、

差
上
二
人
使
欧
羅
、
猶
私
下
知
依
有
恐
、
一
々
賜
院
宣
、
可
成
敗
之
由

仰
含
候
畢
」
と
あ
り
、
彼
等
両
人
が
自
分
の
判
断
の
み
で
事
を
計
う

こ
と
は
爆
ぜ
ら
れ
、
す
べ
て
院
宜
に
よ
っ
て
行
う
べ
き
こ
と
を
定
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
鎌
倉
殿
御
使
下
文
に
は
「
任
院
宣

　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

井
鎌
倉
殿
御
下
知
」
、
或
は
又
「
依
院
宣
芥
鎌
倉
殿
仰
下
知
如
件
」
と

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
実
際
に
院
宣
に
よ
っ
て
武
士
の
狼
籍
停

止
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
紀
伊
国
栗
栖
庄
に
つ
い
て
は
一
連
の
関
係
文
書
が
現
存
し
て
お
り
、

鎌
倉
殿
御
使
下
文
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
手
続
の
一
部
を
窺
い
知
る
こ

と
が
出
来
る
。
即
ち
紀
伊
国
粉
河
寺
所
記
等
は
同
寺
領
栗
栖
庄
に
対

す
る
武
士
の
非
法
を
訴
え
顧
た
た
め
、
元
暦
二
年
六
月
九
臼
慕
府
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

久
経
・
国
平
に
対
し
「
任
道
理
機
宜
遂
沙
汰
之
由
」
を
申
し
遣
し
た
。

そ
こ
で
血
煙
・
国
平
両
人
は
こ
れ
を
院
に
奏
し
た
如
く
で
、
七
月
一

日
太
皇
太
后
嘗
盛
景
奉
書
に
よ
り
、
難
解
お
よ
び
証
交
を
返
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

「
早
任
寺
一
走
令
成
敗
給
之
由
」
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
る

や
彼
等
は
同
日
直
ち
に
下
文
を
発
し
、
「
可
…
如
本
誌
粉
河
寺
致
沙
汰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

事
」
を
下
知
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
七
月
二
日
付
の
盛
景
奉
書
案
の

右
肩
に
は
「
後
白
河
院
乗
宣
」
と
詑
さ
れ
て
い
る
が
、
形
式
は
院
宣
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と
は
全
く
異
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
案
文
で
あ
る
が
、
時
代
が
降
っ
た

写
で
あ
れ
ば
後
で
付
し
た
注
記
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
は
危
険

で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
一
連
の
文
書
の
肩
に
付
さ
れ
た
注
記
に
は
明

か
綾
と
指
摘
し
う
る
も
象
あ
っ
て
黛
捨
乏
し
嘱
注
記
に

従
っ
て
こ
れ
を
後
白
河
粛
々
宣
と
す
る
こ
と
は
串
来
な
い
。
し
か
し

こ
れ
は
奏
覧
と
は
全
く
無
関
係
の
も
の
で
あ
る
と
潤
う
こ
と
も
出
来

な
い
。
久
経
・
国
平
は
史
料
A
に
も
あ
る
如
く
、
身
分
は
低
く
直
接

院
宣
を
受
け
る
よ
う
な
地
位
に
は
い
な
か
っ
た
た
め
、
一
旦
誰
か
に

院
宣
が
撫
さ
れ
、
そ
の
者
か
ら
更
に
久
経
論
に
「
早
任
寺
解
可
令
成

敗
」
と
い
う
命
令
が
縫
え
ら
れ
た
と
す
れ
ば
こ
の
肩
書
も
全
く
の

誤
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
元
麿
二
年
七
月
三
臼
後
白
河
上

　
　
　
⑭

皇
院
宣
案
の
内
容
は
鎌
倉
殿
御
使
下
文
の
発
給
ど
密
接
な
関
係
が
あ

る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
盛
景
奉
書
は
院
宣
と
は
言
い
難
い
が
、

院
豊
を
受
け
て
繊
さ
れ
た
も
の
と
し
て
差
支
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
か
く
の
如
く
、
こ
の
栗
栖
庄
宛
の
鎌
倉
殿
御
使
下
文
は
鎌
倉

殿
（
大
江
広
元
書
状
）
な
ら
び
に
院
の
命
を
受
た
け
電
の
で
、
　
「
任

院
宣
井
鎌
倉
殿
御
下
知
旨
」
と
い
う
文
欝
は
単
な
る
形
式
的
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
と
貰
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
栗
栖
庄
関

係
の
一
連
の
文
書
は
鎌
倉
殿
御
使
下
文
が
発
せ
ら
れ
る
ま
で
の
手
続

を
物
語
る
貴
重
な
例
証
で
あ
る
。

　
ま
た
彼
等
の
職
掌
の
一
つ
と
し
て
「
畿
内
雑
訴
成
敗
」
　
（
史
料
D
）
、

「
巡
検
畿
内
近
国
、
成
敗
土
民
訴
訟
」
（
史
料
E
）
す
る
こ
と
が
あ
っ

た
と
い
う
。
　
「
土
民
訴
訟
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
雑
訴
と
は
い
っ
て

も
庄
園
領
主
間
に
お
け
る
訴
訟
で
は
な
く
、
安
田
元
久
氏
も
戦
わ
れ

る
如
く
、
せ
い
ぜ
い
在
地
領
主
以
下
の
間
の
訴
訟
に
関
す
る
も
の
で

　
　
⑰

あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
等
が
そ
れ
に
ど
の
程
度
ま
で
関
与
し
て
い
た
か

を
知
り
う
る
よ
う
な
史
料
は
な
い
。
土
民
訴
訟
と
は
い
っ
て
も
、
庄

園
内
の
問
題
に
つ
い
て
本
所
領
家
を
差
し
善
い
て
裁
判
権
を
行
使
し

得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
の
六
波
羅
探
題
で
す
ら
も
土
民
訴
訟
に
つ

い
て
は
裁
判
権
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
史

料
D
・
E
の
如
く
で
あ
れ
ば
、
聖
経
等
の
権
限
は
極
め
て
大
き
な
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
頼
朝
は
彼
等
に
対
し
て
院
宣
に

従
っ
て
土
民
訴
訟
を
成
敗
す
べ
き
こ
と
を
繰
返
し
命
じ
て
い
る
が
、

当
時
院
が
す
べ
て
の
庄
園
内
の
名
主
百
姓
等
に
ま
で
竜
裁
判
権
を
行

使
し
た
と
は
考
え
難
く
、
現
存
下
文
か
ら
考
え
て
も
久
経
等
が
関
与

し
た
の
は
せ
い
ぜ
い
武
士
の
非
法
に
関
す
る
訴
訟
に
限
ら
れ
て
い
た

も
の
と
纏
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
成
敗
土
民
訴
訟
」
と
は
吾
妻
鏡
の

地
の
文
に
お
け
る
黄
葉
の
綾
で
、
院
は
武
士
狼
籍
に
つ
い
て
の
庄
富
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百
姓
等
の
訴
に
対
し
て
裁
判
を
行
い
、
聖
経
等
は
そ
の
判
決
を
執
行

す
る
に
掛
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
史
料
E
に
は
、
　
［
、
成

敗
土
民
訴
訟
、
塁
間
当
時
不
聞
其
誤
」
と
あ
り
、
判
決
を
行
っ
た
か

の
如
く
に
竜
見
え
る
が
、
院
宣
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
判
決
の
誤
が
な
か
っ
た
と
解
釈
す
る

の
で
は
・
な
く
、
院
で
の
判
決
に
忠
実
に
従
い
そ
の
執
行
に
当
っ
て
は

偏
頗
な
行
い
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
安
瞭
氏
は
「
京
畿
之
間
可
致
沙
汰
条
々
、
被
遣
御
事
書
」
　
（
史
料

D
）
と
あ
る
の
は
、
頼
朝
が
両
使
に
「
畿
内
地
方
に
お
け
る
行
政
事

務
に
つ
い
て
指
示
し
た
も
の
」
と
し
、
彼
等
は
一
種
の
行
政
権
臆
沙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

汰
権
を
有
し
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
単
に
「
沙
汰
」
と
あ
る
だ
け

の
こ
と
に
よ
っ
て
沙
汰
権
一
行
政
権
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

京
都
に
お
け
る
久
経
等
の
職
権
に
関
す
る
史
料
中
興
竜
信
葱
性
の
高

い
の
は
頼
朝
書
状
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
史
料
C
・
H
の
二
つ

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
共
に
院
宣
に
従
っ
て
武
士
の
群
籍
停
正
を
行
う

こ
と
を
任
務
と
す
る
と
あ
る
の
み
で
、
裁
判
権
に
つ
い
て
は
全
く
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
京
畿
之
間
可
致
沙
汰
条
々
」

と
は
行
政
権
と
い
う
程
の
も
の
で
撤
な
く
、
武
士
の
濫
妨
狼
籍
を
淳

止
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
時
「
沙
汰
」
と
い
う

雷
葉
は
か
な
b
・
広
い
音
一
味
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
葬
法
停
止

だ
け
で
も
沙
汰
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
の
で
あ
る
。
安
田
氏
は
「
一

種
の
行
政
権
」
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
う
い
う
曖
昧
な
何
と
で
も
解
釈

し
う
る
よ
う
な
表
現
で
は
彼
等
の
任
務
を
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
そ
こ
で
私
は
彼
等
の
職
掌
は
都
の
治
安
維
持
な
ら
び

に
畿
内
近
国
に
お
い
て
、
院
お
よ
び
頼
朝
の
指
揮
の
下
に
武
士
の
非

法
を
惇
止
す
る
こ
と
即
ち
惣
追
捕
使
的
職
務
に
あ
っ
た
と
し
た
い
。

　
五
月
廿
五
雲
に
は
久
経
・
国
平
は
各
三
人
の
雑
色
を
頼
朝
か
ら
与

え
ら
れ
て
い
る
（
史
料
D
）
。
武
士
の
非
法
停
止
と
い
っ
て
屯
久
経
堂
・

・
が
自
ら
繊
向
い
て
停
止
に
当
っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
雑
色
に
下
文

を
持
た
せ
て
現
地
に
遣
し
、
武
士
等
に
非
法
黒
血
の
命
を
伝
え
し
め
、

そ
れ
で
屯
承
伏
し
な
い
場
合
に
は
、
在
京
・
畿
内
近
国
御
家
人
等
を

指
揮
し
て
実
力
で
非
法
を
停
止
せ
し
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次

に
彼
等
二
人
の
間
に
は
職
掌
の
相
違
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
史

料
A
に
よ
れ
ば
久
経
は
文
筆
の
才
が
あ
り
、
圏
平
は
勇
士
で
あ
っ
た

と
い
う
。
し
た
が
っ
て
院
と
の
折
衝
に
は
久
経
が
、
非
法
停
止
の
た

め
の
実
力
行
使
に
は
畢
が
そ
れ
ぜ
韮
薄
野
藁
・
た
の
で
あ
㈹

ろ
う
。
野
饗
の
輩
が
義
仲
の
妹
の
威
を
か
夢
て
非
法
を
働
い
た
持
、
　
7



そ
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
国
平
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
（
史

料
B
）
、
　
こ
の
両
者
の
役
割
の
相
違
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
出

来
よ
う
。

　
以
上
久
経
・
国
平
の
畿
内
近
国
に
お
け
る
職
掌
に
つ
い
て
述
べ
た

が
、
な
お
多
く
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
部
に
つ
い
て

は
こ
の
稿
の
後
の
方
で
再
び
・
取
上
げ
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

璽

　
久
経
・
国
平
が
在
京
中
に
管
掌
し
た
国
々
は
何
処
何
処
で
あ
ろ
う

か
。
本
節
に
お
い
て
は
そ
れ
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
彼
等
が
管
掌
し
た
國
女
に
う
い
て
一
応
詳
し
く
論
じ
た
研
究
は
先

の
友
田
吉
之
助
・
安
田
元
久
両
氏
の
も
の
が
あ
る
の
み
で
、
他
に
は

見
当
疹
な
い
よ
う
で
あ
る
。
両
使
の
管
掌
し
た
国
は
畿
内
近
国
で
あ

る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
両
説
と
も
同
じ
で
あ
る
。
史
料
A
に

「
中
国
近
辺
之
十
一
ケ
国
」
、
史
料
H
に
「
近
国
十
一
ケ
国
」
と
あ

る
が
、
こ
の
十
一
ケ
国
の
所
在
に
つ
い
て
友
田
説
と
安
田
説
に
は
立

干
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。

・
友
田
説
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
文
治
累
年
六
月
骨
一

臼
頼
朝
書
状
に
見
え
る
四
十
六
ケ
国
か
ら
、
玉
葉
文
治
元
年
十
一
月

二
十
八
臼
条
に
「
五
畿
山
陽
山
陰
禰
海
西
海
諸
圏
」
と
あ
る
中
で
藤

海
一
鎮
西
諸
国
を
除
い
た
四
道
に
属
す
る
国
友
を
除
く
と
そ
の
数
は

十
一
ケ
国
一
伊
賀
・
伊
勢
・
尾
張
・
近
江
・
美
濃
．
・
飛
弾
・
若
狭
．

越
前
・
加
賀
・
能
登
・
越
中
と
な
る
。
こ
め
数
は
前
の
「
近
国
十
一

ケ
国
」
等
と
あ
る
の
と
一
致
し
、
又
美
濃
．
尾
張
で
の
両
使
の
活
躍

が
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
近
国
＋
一
ヶ
国
」
と
は
伊
賀
以
下

の
畿
内
よ
り
東
の
十
一
ケ
国
を
指
す
と
言
わ
れ
る
。

　
こ
の
説
に
つ
い
て
安
田
氏
は
十
ム
ケ
園
［
と
い
う
回
数
の
符
合
に
よ

り
、
　
一
応
友
田
説
の
可
能
性
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
中
国
に
当
る

越
中
国
な
ど
ま
で
近
国
十
一
ケ
国
に
含
め
る
こ
と
に
疑
問
を
提
出
し

山
陰
道
の
近
国
た
る
丹
波
・
丹
後
・
仮
痘
．
因
幡
な
ど
が
含
ま
れ
る

可
能
性
、
又
＋
一
ケ
国
中
に
畿
内
五
ケ
国
を
含
む
場
合
も
否
定
し
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
こ
と
を
あ
げ
て
、
　
一
応
結
論
を
保
留
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
安

田
氏
も
友
田
氏
と
同
じ
く
美
濃
・
尾
張
に
お
け
る
阿
使
の
活
躍
か
ら

「
近
江
・
飛
弾
・
伊
賀
・
伊
勢
な
ど
竜
当
然
そ
の
中
に
入
る
し
、
大

体
に
お
い
て
畿
内
東
側
諸
国
が
主
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
解
し
て
お

く
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
以
下
こ
の
両
氏
の
説
の
検
討
を
中
心
と

し
て
、
瓦
経
・
国
平
両
名
が
管
掌
し
た
国
々
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

た
い
。
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十
一
ケ
国
に
つ
い
て
、
史
料
A
に
は
「
中
国
近
辺
之
十
一
ケ
国
」
、

史
料
H
に
は
「
近
国
十
一
ケ
国
」
と
あ
る
。
「
中
国
近
辺
」
の
「
中

国
」
と
は
近
国
：
護
国
・
遠
国
の
中
国
で
は
な
く
、
友
田
氏
も
言
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
る
よ
う
に
畿
内
の
同
義
語
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
畿
内
近
辺
の
十

一
ケ
国
の
意
で
あ
る
。
畿
内
近
辺
と
言
え
ば
こ
の
十
一
ケ
国
の
中
に

五
畿
内
を
含
む
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
「
近
国
十
エ
ケ
国
」
の
「
近
国
」

を
文
字
通
り
近
国
と
す
れ
ば
、
A
・
H
間
に
は
相
違
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。
共
に
吾
妻
鏡
の
記
事
で
あ
る
が
、
A
は
地
の
文
で
、
H
は
十

二
月
六
日
の
頼
朝
書
状
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
、
一
般
的
に

は
H
の
方
が
よ
り
信
単
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
又
史
料

B
に
つ
い
て
も
、
所
引
の
三
月
四
日
頓
朝
書
状
に
は
「
於
近
国
老
、

且
為
令
糺
定
、
使
者
二
人
所
令
上
洛
候
也
」
と
あ
る
が
、
地
の
交
に

は
「
為
鎮
畿
内
近
国
狼
映
」
と
あ
っ
て
、
同
日
条
内
で
竜
相
違
が
見

ら
れ
る
。
こ
の
場
合
も
頼
朝
書
状
の
方
が
地
の
交
よ
り
電
信
愚
性
が

高
い
と
考
え
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
二
通
の
頼
朝
書
状
の

「
近
国
」
を
「
近
国
・
中
国
・
遠
国
」
の
近
国
と
解
す
れ
ば
、
そ
の

文
意
か
ら
推
し
て
久
経
等
が
管
掌
し
た
国
は
五
畿
内
を
含
ま
な
い
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
先
の
元
暦
二
年
五
月
一
日
鎌
倉
殿
御
使
下
文
に

よ
れ
ば
、
久
三
等
は
畿
内
の
一
国
た
る
山
城
国
に
対
し
て
も
武
士
の

非
法
停
止
を
行
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
五
畿
内
に
対
し
て
何
等
権
限

を
持
た
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
し
た
が
っ
て
頼
朝
書
状
に
い
う

「
近
国
」
と
は
、
　
「
近
国
・
中
国
・
遠
国
」
の
近
国
で
は
な
く
て
、

「
中
国
近
辺
」
と
い
う
よ
う
に
単
に
京
都
に
近
い
国
の
意
味
に
お
い

て
用
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
考
え
れ
ば
、
友

田
氏
が
「
近
国
十
一
ケ
国
」
を
近
江
・
伊
賀
以
東
の
十
一
ケ
国
と
考

え
ら
れ
た
の
は
誤
で
、
五
畿
内
お
よ
び
そ
の
近
く
の
十
一
ケ
国
と
考

・
う
べ
き
で
あ
る
。

　
次
に
こ
の
十
一
ケ
国
に
含
ま
れ
る
国
々
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
前

述
の
如
く
考
え
る
な
ら
ば
、
史
料
に
見
え
て
い
る
山
城
国
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
他
の
大
和
・
摂
津
・
河
内
・
和
泉
の
五
畿
内
諸
国
も
当

然
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
又
鎌
倉
殿
御
使
下
文
に
見
え

て
い
る
近
江
・
丹
波
・
紀
伊
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
懸
口
う
ま
で
も
な
い
。

こ
れ
ら
を
合
せ
る
と
八
ケ
年
と
な
り
残
る
と
こ
ろ
は
一
ニ
ケ
国
で
あ
る
。

友
田
・
安
田
両
氏
ば
尾
張
・
美
濃
両
国
に
お
い
て
も
彼
等
の
活
躍
が

見
ら
れ
る
と
し
て
、
こ
の
両
国
を
十
一
ケ
国
中
に
含
め
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
両
氏
が
根
拠
と
さ
れ
た
史
料
を
見
た
場
合
、
こ
の
島
国
を
含

め
る
こ
と
が
果
し
て
妥
当
か
否
か
は
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
美
濃
国
に
つ
い
て
根
拠
と
な
っ
た
の
は
史
料
B
で
あ
る
。
木
曾
義
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仲
の
妹
は
頼
朝
室
政
干
の
猶
子
と
な
っ
て
い
た
が
、
美
濃
国
よ
り
上

洛
し
在
京
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
　
「
斗
酒
之
張
多
以
属
之
、
翼
翼
矯
棄

摘
古
文
書
、
寄
付
不
知
行
贋
於
件
婚
公
之
後
、
又
称
其
使
節
、
押
妨

権
門
庄
公
等
、
此
事
当
時
人
参
之
所
愁
也
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
頼
朝
は
、
　
「
且
停
止
彼
濫
吹
、
且
可
罰
進
相
順
風
之
由
、
今

日
被
素
立
近
藤
七
国
平
常
在
京
畿
内
御
家
人
等
心
許
」
と
い
う
。
こ

の
記
事
に
よ
れ
ば
、
義
仲
の
妹
は
当
瞬
在
京
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
威
に
募
っ
て
の
非
法
が
行
わ
れ
た
の
は
そ
の
上
洛
後
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
又
非
法
書
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
国
平
以
外
は
在
京
畿
内

御
家
人
で
、
美
濃
国
御
家
人
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
史
料
を

も
つ
て
美
濃
国
に
お
け
る
久
経
・
国
平
の
活
躍
を
証
明
す
る
史
料
と

は
な
し
得
な
い
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
舞
台
は
美
濃
国
で
は
な
か

っ
た
と
昌
薫
・
り
べ
き
で
・
あ
る
Q

　
次
に
尾
張
国
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
根
拠
と
な
っ

た
の
は
史
料
E
で
あ
る
。
こ
れ
は
確
に
尾
張
国
住
人
玉
井
四
郎
助
重

の
濫
妨
を
血
め
た
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
の
前
年
の
元
暦
元
年

九
月
廿
β
、
頼
朝
は
院
豊
に
よ
っ
て
玉
井
四
郎
資
重
（
畦
助
重
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

蓮
花
王
院
試
丹
波
国
一
宮
串
雲
隠
を
押
領
す
る
の
を
停
止
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
尾
張
国
住
人
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
直
ち
に

史
料
E
に
見
え
る
助
重
の
非
法
を
尾
張
国
に
お
け
る
も
の
と
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
元
暦
二
年
四
月
二
十
八
日
、
鎌
倉
殿
御
使
は
、
賀

茂
別
雷
門
氏
人
久
平
が
武
士
玉
井
次
郎
を
相
語
い
、
同
社
領
丹
波
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

私
市
庄
に
対
し
て
濫
妨
す
る
の
を
停
止
し
た
。
ま
た
同
年
六
月
六
臼
、

頼
朝
は
下
文
を
も
つ
て
、
彼
等
が
丹
波
私
市
庄
・
美
作
国
河
内
南
庄

に
対
し
濫
妨
蓄
の
驚
め
て
撫
・
こ
の
弄
次
郎
は
先
の
玉

井
四
郎
助
重
と
圃
姓
で
あ
り
、
又
い
ず
れ
・
も
丹
波
国
に
お
け
る
非
法

で
あ
る
こ
と
よ
り
、
或
は
一
族
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
・
も
し

両
者
が
一
族
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
の
六
月
十
六
玉
条
の
玉
井
譲
葉

の
非
法
は
尾
張
園
に
お
け
る
竜
の
と
す
る
よ
り
は
、
丹
波
国
に
お
け

る
も
の
と
考
え
る
方
に
よ
り
蓋
然
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か

く
考
え
れ
ば
史
料
E
を
も
っ
て
十
一
ケ
国
電
に
尾
張
国
を
含
め
る
根

拠
と
す
る
こ
と
は
危
険
と
雷
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
美
濃
・
尾
張
両
国
に
お
け
る
両
使
の
活
躍
を
証

明
し
え
な
い
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
十
一
ケ
国
の
中
に
入
れ
る
こ
と

は
出
来
な
く
な
る
。
こ
の
両
国
が
十
一
ケ
霧
中
に
入
る
か
否
か
、
又

残
三
ケ
国
は
ど
の
国
々
で
あ
る
か
を
考
え
る
に
当
っ
て
、
そ
の
手
懸

り
と
し
て
鎌
倉
殿
御
使
補
任
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
。
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’IV

　
久
経
・
国
平
が
鎌
倉
殿
御
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
折
の
吾
妻
鏡
の
記
事

（
史
料
A
）
に
「
先
女
学
為
使
節
、
他
人
相
思
、
今
度
治
定
云
々
」
と

あ
る
。
即
ち
こ
れ
以
前
に
既
に
彼
等
が
使
節
と
な
っ
て
い
た
の
に
誰

か
他
の
者
が
一
時
替
っ
て
こ
れ
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
今
度
ま
た
彼
等

が
再
度
使
節
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
意
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
文
に
は
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
多
く
、
他
人
に
替
っ
た
の
が
何

貯
で
あ
る
か
は
明
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
久
経
が
且
て
使
節
で
あ
っ

た
と
は
い
っ
て
も
、
彼
等
が
上
洛
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
見

当
ら
な
い
。
元
暦
二
年
二
月
以
前
に
京
都
に
あ
っ
て
畿
内
近
国
の
治

安
維
持
に
当
っ
て
い
た
の
は
頼
朝
の
弟
義
経
で
、
彼
以
外
に
そ
の
任

に
当
る
者
が
い
た
と
は
考
え
難
い
。
し
た
が
つ
・
て
先
の
記
事
は
元
暦

二
年
正
月
か
ら
二
月
始
め
に
か
け
て
の
頃
、
久
経
．
国
平
を
使
節
と

し
て
上
洛
せ
し
め
る
こ
と
に
決
っ
て
い
た
の
に
、
そ
の
後
他
人
を
遣

す
こ
と
に
議
が
変
り
、
更
に
再
転
し
て
二
月
五
葉
彼
等
二
人
が
鎌
倉

殿
御
使
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
決
定
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
元
暦
元
年
正
月
木
曾
義
仲
が
亡
び
、
翌
二
月
平
氏
が
一
谷
合
戦
に

数
れ
た
後
は
、
源
義
経
が
都
に
留
り
治
安
維
持
に
当
っ
て
い
た
。
翌

元
歴
二
年
二
月
、
．
義
経
が
平
氏
を
屋
島
に
攻
め
ん
が
為
に
都
を
出
て

摂
津
渡
辺
に
赴
く
や
、
院
近
臣
大
蔵
卿
泰
経
は
渡
辺
ま
で
行
っ
て
義

経
の
発
向
を
制
止
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
「
京
中
舞
歌
武
士
為
御

用
心
也
」
と
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
兼
実
は
こ
れ
を
評
し
て

「
泰
経
耳
癖
公
獅
、
零
墨
此
小
購
、
轍
向
義
経
之
許
、
太
見
苦
」
と

　
　
　
　
⑭

述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
京
の
治
安
維
持
に
と
っ
て
は
義
経
は
な

く
て
は
な
ら
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
一
事
に

よ
っ
て
も
京
都
に
お
い
て
彼
に
代
っ
て
治
安
維
持
の
任
に
当
り
う
る

者
が
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
の
発
向
に
よ
っ
て
手
薄
に
な
る

京
都
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
治
安
維
持
を
計
る
た
め
に
は
、
そ
の
代
り

の
者
を
派
遣
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
黒
具
・
国
平
が
使
節
に
任

ぜ
ら
れ
た
の
が
二
月
五
臼
で
、
義
経
の
京
都
謁
発
は
二
月
十
六
臼
以

前
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
筆
生
等
の
上
洛
は
義
経
の
後
を
受
け

て
京
都
周
辺
を
固
め
る
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
誤
は
な
か
ろ
う
。
即

ち
頼
朝
は
義
経
に
屋
島
に
あ
る
平
氏
の
追
討
を
命
ず
る
と
共
に
、
直

ち
に
そ
の
後
を
受
け
て
京
都
の
治
安
維
持
に
当
る
べ
き
者
の
選
考
を

行
い
、
遂
に
久
経
・
国
平
を
遣
す
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
元
暦
元
年
二
月
の
一
谷
合
戦
か
ら
翌
二
年
二
月
の
屋
島
へ
の
出
陳

ま
で
の
約
一
年
間
、
義
経
は
京
都
に
留
っ
て
い
た
が
、
こ
の
澗
の
彼
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の
活
躍
範
瞬
を
謁
べ
て
見
る
と
次
の
如
く
に
な
る
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
月
昔
二
臼
　
摂
津
騨
垂
水
牧
の
兵
農
米
停
止

二
月
　
　
　
　
河
内
国
御
家
人
源
康
忠
の
本
宅
安
堵
、
兵
訪
米
使
の
雰
要
諦

　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
止

三
月
　
　
　
　
感
神
島
領
近
江
国
争
生
保
・
丹
波
国
天
田
宗
我
部
郷
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

　
　
　
　
　
　
る
武
士
の
非
法
停
止

　
同
　
　
　
　
高
野
由
領
紀
伊
国
玉
亙
河
庄
に
対
す
る
寂
楽
寺
断
司
等
の
押

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
領
停
止

五
月
十
八
日
　
頼
軟
、
紀
伊
国
神
野
真
国
庄
に
お
け
る
武
士
の
狼
籍
停
止
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
　
　
　
　
義
経
に
行
わ
し
む
べ
き
由
を
文
覚
に
伝
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
昔
四
臼
　
高
野
伝
法
院
領
紀
伊
岡
七
箇
庄
の
兵
士
兵
糧
米
停
止

　
（
同
月
珊
）
　
石
三
国
御
一
入
に
対
し
、
押
領
使
藤
原
兼
高
の
下
知
に
随
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
　
　
　
　
追
討
使
に
相
具
す
べ
き
こ
と
を
命
ず

八
月
三
日
　
　
頼
朝
、
義
経
に
命
じ
て
押
賀
平
氏
出
羽
守
信
兼
子
息
等
の
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
　
　
　
中
に
隠
遁
せ
る
を
捕
え
し
む

十
二
月
三
篶
　
頼
朝
、
園
城
寺
に
対
し
疎
略
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
旨
を
義
経
に

　
　
　
　
　
　
命
ず

元
暦
二
年
正
月
廿
二
日
　
和
泉
屡
春
木
庄
内
観
音
寺
住
僧
等
の
住
房
を
安
堵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
（
武
士
の
狼
籍
恥
丘
）

以
上
が
義
経
の
活
躍
を
物
語
る
主
な
も
の
で
あ
る
。
石
見
国
に
お

け
る
彼
の
、
活
躍
を
示
す
下
文
は
案
文
で
、
署
判
に
は
、
　
「
源
御
凋
」

と
の
み
あ
る
が
、
端
書
に
「
九
郎
判
嘗
殿
下
文
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
端
書
を
何
ら
の
検
討
な
し
に
直
に
信
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

が
、
こ
の
下
文
の
署
名
者
は
少
く
と
も
源
氏
の
一
族
で
六
位
以
下
の

身
分
の
竜
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
端
書
に
あ
る
義
経
も
し
く

は
顧
朝
の
弟
範
頼
等
が
最
も
有
力
で
あ
る
。
範
頼
は
元
暦
元
年
十
一

月
廿
五
局
藤
原
還
魂
・
兼
高
父
子
に
対
し
石
見
圏
内
属
領
を
安
堵
し

　
　
⑳

て
い
る
。
し
か
し
彼
が
鎌
倉
を
発
し
て
西
国
へ
赴
い
た
の
は
元
暦
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

年
八
月
八
日
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
先
の
「
源
御
判
」
を
範
頼
と
す

る
こ
と
に
は
無
理
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
こ
れ
は
端
書
通
り
に

義
経
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
十
一
月
に
は
石
見
顛
に
お
い
て

範
頼
が
安
堵
状
を
発
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
義
経
が
贋
見
国

を
管
掌
し
て
い
た
の
は
範
頼
の
西
国
下
向
以
前
で
、
以
後
石
見
国
は

範
頼
の
管
掌
下
に
入
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
以
上
見
て
来
た
如
く
、
義
経
の
活
躍
が
見
ら
れ
る
の
は
京
都
お
よ

び
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
近
江
・
丹
波
・
石
見
・
紀
伊
の
諸
国
で
あ

る
。
’
方
久
経
等
が
管
掌
し
た
国
友
は
五
畿
内
お
よ
び
近
江
・
丹
波

・
紀
伊
で
、
石
見
国
を
除
い
て
は
両
者
が
管
掌
し
た
国
々
は
一
致
し

て
い
る
。
し
か
も
石
見
国
は
最
初
の
頃
の
み
で
、
義
経
が
四
国
に
発
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向
す
る
頃
に
は
す
で
に
範
頼
の
管
掌
下
に
移
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
元

暦
元
年
末
及
至
翌
年
初
頭
に
は
現
在
判
明
す
る
限
り
で
は
両
者
の
管

掌
し
た
国
々
は
一
致
し
て
い
る
と
立
っ
て
も
差
支
え
な
い
。
又
そ
の

職
掌
も
武
士
の
非
法
停
止
と
い
う
点
で
は
両
者
は
同
じ
で
、
久
経
．

圏
平
は
京
中
の
治
安
維
持
の
み
な
ら
ず
、
在
京
中
に
義
経
が
帯
し
て

い
た
権
限
の
中
で
畿
内
近
写
の
治
安
維
持
、
武
士
の
非
法
停
止
を
引

継
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
る
と
四
国
へ

発
向
す
る
直
前
に
義
経
が
掌
っ
て
い
た
国
々
は
久
直
打
と
同
じ
十
一

ケ
国
で
あ
っ
た
の
で
撤
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
推
定
が
成
立
つ
と
す
れ

ば
、
五
畿
内
・
近
江
・
丹
波
・
紀
伊
を
除
く
三
ケ
国
は
ど
こ
ど
こ
か

が
問
題
と
な
る
。
以
下
こ
の
八
ケ
国
に
近
い
国
々
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
た
い
。

　
↓
ま
つ
伊
賀
國
門
を
附
与
ト
瀞
リ
ワ
の
こ
と
に
［
し
た
い
。
一
兀
暦
～
兀
年
山
越
月
極
R
M

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

伊
賀
国
に
お
い
て
平
氏
余
党
等
が
叛
い
た
為
、
頼
朝
は
そ
の
追
討
を

伊
賀
国
守
護
大
内
惟
義
等
に
命
ず
る
一
方
、
義
経
に
対
し
て
は
先
に

も
触
れ
た
如
く
、
京
都
に
逃
れ
た
残
党
の
逮
捕
を
命
じ
た
の
み
で
あ

◎る
。
又
当
時
大
内
惟
義
は
伊
賀
国
に
お
い
て
「
難
奉
行
国
務
非
国
司
」

　
　
　
　
　
　
⑭

と
い
わ
れ
て
お
り
、
伊
賀
国
に
対
し
て
は
義
経
は
何
等
関
与
し
て
い

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
溌
こ
れ
よ
り
先
の
寿
永
一
、
一
年
十
月
十
一

日
、
頼
朝
は
伊
賀
国
御
家
人
等
に
対
し
、
　
「
九
郎
御
齋
司
」
（
義
経
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
見
参
に
入
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
下
文
を
発
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
義
仲
在
京
中
の
こ
と
で
、
元
暦
元
年
六
月
頃
義
経
が
当
国
を
支
配

し
て
い
た
証
拠
と
は
な
し
え
な
い
。

　
義
経
は
伊
賀
国
に
対
し
て
何
等
関
与
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と

す
れ
ば
、
義
経
、
更
に
は
旧
藩
等
が
伊
勢
・
尾
張
な
ど
の
東
海
道
諸

国
に
対
し
て
も
権
限
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で

あ
る
。
で
は
東
山
道
の
美
濃
以
下
の
国
々
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
東

海
・
東
山
両
道
諸
国
に
対
し
て
は
既
に
頼
朝
は
寿
永
二
年
十
月
十
四

目
宣
旨
に
よ
っ
て
国
衙
在
庁
指
揮
権
（
い
わ
ゆ
る
東
国
行
政
権
）
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
院
寛
を
請
う
た
上
で
事
を
計
う
必
要

は
な
い
。
畿
内
に
隣
接
し
た
伊
賀
国
す
ら
十
一
ケ
国
中
に
含
ま
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
美
濃
国
も
十
一
ケ
國
か
ら
は
除
外
す
る
方

が
妥
当
な
の
で
は
な
が
ろ
う
か
。
北
陸
道
諸
国
に
つ
い
て
は
、
寿
永

二
年
十
月
宣
旨
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
義
仲
追
討
後
間
も
な
く

の
寿
永
一
二
年
二
月
に
は
早
く
も
頼
朝
は
国
衙
在
庁
指
揮
権
を
握
っ
て

　
　
　
　
　
　
⑪

い
た
如
ぐ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
た
一
触
院
宣
を
請
う
必
要

は
な
い
筈
で
、
十
一
ケ
国
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

　
な
お
近
江
國
は
東
山
道
の
一
国
で
、
寿
永
二
年
十
月
十
四
濤
宣
旨
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に
は
当
然
含
ま
れ
る
筈
で
あ
る
α
し
が
る
に
こ
の
近
江
国
が
十
一
ケ

国
の
中
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
こ
ろ
と
矛
盾
す
る

如
く
で
あ
る
。
し
か
し
近
江
は
東
山
道
と
は
い
っ
て
屯
都
に
す
ぐ
隣

し
、
ま
た
延
暦
寺
・
園
城
寺
と
い
う
大
寺
の
所
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
当
国
は
特
に
五
畿
内
に
準
ず
る
国
と
し
て
先
の
宣

旨
の
適
用
範
囲
外
と
さ
れ
た
か
、
又
は
頼
朝
が
国
衙
在
庁
指
揮
権
の

行
使
を
遠
慮
し
た
か
の
い
ず
れ
か
の
理
由
に
よ
り
、
十
一
ケ
国
に
含

ま
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
く
考
え
れ
ば
十
一
ケ
壷
中
の
残
三
ケ
闘
は
畿
内
以
西
の
近
国
に

求
む
べ
き
こ
と
に
な
る
。
義
仲
滅
亡
後
問
も
な
い
頃
の
畿
内
以
西
諸

国
の
支
配
関
係
に
つ
い
て
記
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
播
磨
以
下
の

山
陽
道
五
ケ
国
は
寿
永
三
年
二
月
十
八
日
梶
原
景
時
・
土
肥
江
平
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

縫
務
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
北
陸
・
山
陰
両
道
諸
国
は
共
に
義
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
支
配
下
に
あ
っ
た
が
、
北
陸
道
諸
国
は
比
企
朝
宗
の
管
掌
に
入
り
、

山
陰
道
諸
国
は
前
述
の
丹
波
・
石
見
の
例
か
ら
考
え
る
と
一
応
義
経

の
管
轄
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
南
海
道
諸
国
は
紀
伊

・
淡
路
を
除
い
て
は
平
氏
の
支
配
下
に
あ
り
、
紀
伊
は
義
経
、
淡
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
梶
原
景
時
の
管
掌
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
西
海
道
は
平
氏
の
勢

力
下
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
遠
国
で
問
題
と
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

に
山
陽
道
の
播
磨
以
下
お
よ
び
南
海
道
の
淡
路
は
雪
原
景
時
等
の
管

轄
下
に
あ
っ
た
の
対
し
て
、
義
経
管
掌
の
紀
伊
国
に
お
い
て
も
豊
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

有
経
が
守
護
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
守
護
人
の
有
無
を
も
つ
て
十
一
ケ

国
に
入
れ
る
べ
．
き
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し

梶
原
景
時
・
土
肥
実
平
は
地
位
か
ら
い
っ
て
も
、
管
掌
す
る
国
の
数

か
ら
い
っ
て
も
豊
島
有
経
よ
り
遙
に
優
位
に
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
る
と
、
播
磨
以
下
の
山
陽
道
諸
国
と
淡
路
国

は
十
一
ケ
国
か
ら
除
外
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
か
く
て
残
る

と
こ
ろ
は
義
仲
滅
亡
後
義
経
の
管
掌
下
に
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
山
陰
道
諸
国
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
近
国
に
属
す
る
の
は
丹
波
を

除
け
ば
丹
後
・
但
馬
・
因
幡
の
～
ニ
ケ
国
で
あ
る
。
こ
の
三
国
を
加
え

れ
ば
十
一
ケ
国
と
な
り
数
は
符
合
す
る
。
他
に
可
能
性
の
あ
る
国
が

な
い
と
な
れ
ば
∩
十
一
ケ
国
と
は
こ
の
三
ケ
国
を
含
め
た
玉
城
・
大

和
・
和
泉
・
河
内
・
摂
津
・
近
江
・
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
・
因
幡
・

紀
伊
を
指
す
も
の
と
考
え
ざ
を
得
な
い
。
多
分
に
臆
測
を
重
ね
た
き

ら
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
最
も
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お

山
陰
道
の
残
の
国
の
中
で
、
石
兇
国
は
書
誌
の
西
国
下
向
後
は
彼
の

管
轄
に
移
さ
れ
て
い
る
。
諸
点
。
出
雲
・
隠
岐
も
或
は
そ
れ
と
同
時

に
範
頼
の
支
配
下
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
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V

　
久
経
・
国
平
は
元
暦
二
年
七
月
廿
八
各
院
庁
下
文
を
帯
し
て
鎮
繭

に
下
向
し
、
管
内
に
お
け
る
武
士
の
非
法
を
停
止
す
る
こ
と
に
な
っ

た
（
史
料
G
）
。
平
民
滅
亡
後
、
彼
地
に
は
範
頼
が
留
っ
て
狼
籍
停
止

に
当
つ
・
て
い
た
が
、
か
え
っ
て
庄
園
等
に
妨
を
な
す
と
い
う
理
由
で
、

同
年
六
月
院
は
頼
朝
に
対
し
て
範
頼
を
召
返
す
よ
う
強
く
要
求
し
た
。

そ
こ
で
頼
朝
は
や
む
な
く
こ
れ
に
従
い
、
範
頼
に
替
え
て
久
経
・
国

平
を
鎮
西
に
下
向
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
（
史
料
F
）
。
史
料
A
に
よ

れ
ば
彼
等
が
上
洛
し
た
蒔
に
は
す
で
に
「
先
相
鎮
中
国
近
辺
之
十
一

ケ
国
、
次
可
至
九
国
四
国
し
き
こ
と
を
定
め
ら
れ
て
い
た
と
あ
り
、

そ
の
鎮
西
下
向
は
看
て
よ
り
予
定
さ
れ
て
い
た
か
の
如
く
で
あ
る
。

し
か
し
頼
朝
は
同
年
五
月
五
日
範
頼
に
対
し
「
凡
至
予
冬
比
住
九
州
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

諸
事
鱗
被
沙
汰
鎮
」
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
戸
隠
等
を

鎮
西
に
遣
す
こ
と
が
既
に
二
月
以
来
予
定
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難

く
、
史
料
A
の
こ
の
部
分
は
信
用
で
き
な
い
。

　
史
料
A
に
は
「
九
国
四
国
」
と
あ
る
が
、
史
料
G
に
載
せ
ら
れ
て

い
る
の
は
大
宰
府
管
内
諸
国
の
在
庁
官
人
宛
の
院
庁
下
文
の
み
で
、

四
国
の
在
庁
下
人
宛
の
も
の
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
史
料
H

の
頼
朝
書
状
に
は
「
．
依
別
仰
、
重
又
件
使
老
男
、
被
下
鎮
西
四
国
候
」

と
あ
り
、
七
月
廿
八
日
彼
等
は
四
国
に
対
し
て
も
鎮
西
諸
国
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
と
同
様
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
久
経
・
国
平
が
鎮
西
四
国
に
お
い
て
付
与
さ
れ
た
権
限
は
こ
れ
ら

の
国
た
の
在
庁
官
人
を
指
揮
し
て
武
士
の
非
法
狼
籍
を
停
止
し
、
国

衙
領
・
庄
園
を
国
司
・
本
所
に
返
付
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し

史
料
H
に
よ
れ
ば
こ
の
武
士
の
非
法
停
止
は
彼
等
の
独
自
【
の
判
断
に

委
ね
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
　
「
如
近
国
沙
汰
」
く
あ
く
ま
で
も
院
宣

に
基
い
て
行
う
こ
と
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
権
限

は
畿
内
近
国
に
お
い
て
と
全
く
同
じ
で
、
そ
の
延
長
に
過
ぎ
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
頼
朝
は
東
海
・
東
山
・
北
陸
三
道
諸
国
に
対
し
て
は
国
衙
在
庁
指

揮
権
を
獲
得
し
、
追
討
・
追
捕
権
の
み
な
ら
ず
、
国
衙
の
勧
農
権
す

ら
も
掌
握
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
一
方
久
只
事
の
場
合
に
は
畿
内

近
国
は
勿
論
、
鎮
西
四
国
に
お
い
て
も
権
限
を
無
条
件
に
行
使
す
る

こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
　
「
一
々
賜
院
宣
可
成
敗
之
由
」
を
頼
朝
か
ら

命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
推
す
と
頼
朝
が
畿
内
近
国
・
鎮
西
に

対
し
て
付
与
さ
れ
た
権
限
は
東
海
・
東
山
・
北
陸
三
道
に
対
す
る
権

限
に
比
し
て
か
な
り
小
さ
な
竜
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
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う
。
鎌
倉
殿
御
使
下
文
に
は
院
宣
井
に
鎌
倉
殿
下
知
に
よ
る
旨
の
文

書
が
必
ず
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
国
司
で
は
な
い
の
に
伊
賀

国
国
務
を
掌
っ
て
い
た
大
内
惟
義
下
文
に
は
こ
う
い
う
文
言
は
全
く

　
　
　
　
　
　
⑩

見
ら
れ
な
い
の
も
、
頼
朝
が
院
か
ら
認
め
ら
れ
た
権
限
の
差
違
を
如

実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
石
井
進
民
は
元
暦
二
年
七
月
昔
八
日
の
院
庁
の
下
文
を
も
つ
て
寿

永
二
年
十
月
十
四
日
宣
旨
に
匹
敵
す
る
も
の
と
し
、
頼
朝
は
こ
の

「
寛
旨
に
よ
っ
て
そ
の
支
配
権
を
承
認
さ
れ
て
い
た
東
国
に
対
す
る

と
岡
様
の
権
利
を
九
州
に
対
し
て
も
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
安
田
氏
は
こ
の

院
庁
下
文
の
意
義
を
余
り
に
も
高
く
評
価
し
過
ぎ
る
・
も
の
と
し
て
批

・
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

乱
し
、
牧
疑
も
ま
た
石
井
説
に
反
対
し
て
お
ら
れ
る
。
先
に
も
述
べ

た
如
く
、
鎮
西
に
お
い
て
頼
朝
に
付
与
さ
れ
た
権
限
は
畿
内
近
国
に

お
け
る
と
同
様
で
、
東
国
よ
り
も
弱
く
、
す
べ
て
院
宣
に
よ
っ
て
計

わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
院
庁
下
文
を
寿
永
二

年
十
月
十
四
β
宣
旨
と
同
一
趣
旨
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
以
下

こ
の
院
庁
下
文
の
意
義
な
ら
び
に
鎮
西
に
お
け
る
幕
府
の
権
限
の
変

遷
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

　
・
石
母
田
正
氏
は
・
文
治
元
年
十
二
月
六
臼
の
地
頭
勅
許
に
際
し
て
院

と
頼
朝
と
の
問
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
五
畿
七
道
全
て
で
は
な
く
、

畿
内
・
山
陰
・
山
陽
・
南
海
・
西
海
道
諸
国
で
あ
る
と
し
て
、
従
来

定
説
と
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
を
批
判
さ
れ
、
ま
た
「
一
圓
［
地
頭
職
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

な
る
も
の
に
つ
い
て
も
新
説
を
発
表
さ
れ
た
。
以
来
こ
れ
は
大
き
な

聞
題
と
し
て
論
争
を
起
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
私
見
を

述
べ
る
と
長
く
な
る
の
で
詳
し
い
こ
と
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
こ
こ

で
は
簡
単
に
見
通
し
を
記
す
に
止
め
た
い
。
習
愚
見
の
記
載
に
よ
れ

ば
、
地
頭
設
置
の
範
囲
に
つ
い
て
は
単
に
「
金
園
」
と
あ
る
に
過
ぎ

㊥ず
、
そ
の
地
域
が
全
国
で
あ
っ
た
か
、
畿
内
以
西
で
あ
っ
た
か
は
明

記
さ
れ
て
い
な
い
。
　
一
方
玉
葉
に
は
「
相
分
賜
五
畿
山
陰
山
陽
南
海

諸
道
漏
と
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
畿
内
以
西
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

石
母
田
氏
は
豊
津
の
編
纂
物
た
る
吾
妻
鏡
よ
り
も
当
時
の
日
記
た
る

玉
葉
の
方
が
信
懲
性
が
高
い
と
し
て
、
畿
内
以
西
説
を
畷
え
ら
れ
、

こ
の
時
一
国
地
頭
職
の
節
織
鰹
が
認
め
ら
れ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し

て
友
田
氏
は
文
治
二
年
六
月
廿
一
日
の
頼
朝
の
奏
請
に
見
え
る
三
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

七
ケ
月
に
鎮
西
九
国
を
合
せ
た
四
十
六
ケ
国
と
し
、
安
田
氏
は
留
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

条
件
付
で
玉
葉
の
記
事
を
支
持
し
、
牧
野
は
吾
妻
鏡
文
治
二
年
二
月

昔
八
日
条
に
よ
っ
て
石
母
田
説
に
反
対
し
、
全
国
説
を
主
張
さ
れ
て

　
㊥

い
る
。
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友
田
氏
の
説
に
つ
い
て
は
安
田
氏
の
批
判
も
あ
る
が
、
そ
の
根
本

は
「
近
国
十
一
ケ
闘
」
を
伊
賀
・
近
江
以
東
と
し
、
こ
の
国
々
に
対

し
て
は
寿
永
二
年
十
月
十
四
臼
宣
旨
に
よ
っ
て
も
東
国
沙
汰
権
が
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
範
眠
は
越
中
・
美
濃
・
尾

張
以
西
の
四
十
六
箇
国
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
先
に
も
述
べ

た
如
く
「
近
国
十
一
ケ
国
」
に
関
す
る
友
田
氏
の
考
は
誤
で
、
そ
れ

に
基
く
説
は
当
然
認
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
牧
説
に
つ
い
て
は
次

の
如
き
理
由
で
こ
れ
ま
た
賛
成
し
難
い
。
吾
妻
鏡
文
治
二
年
九
月
十

五
日
条
に
「
縄
原
刑
部
丞
遠
景
、
表
夜
自
京
都
帰
参
、
是
去
年
被
撰

遣
勇
士
於
黒
山
ハ
ケ
国
之
時
、
所
’
同
土
佐
国
也
、
影
響
加
点
厳
命
沙
汰
熱
黙
．

之
参
上
」
と
あ
る
が
、
こ
の
二
十
六
ケ
国
と
い
う
数
は
、
同
年
六
月

昔
一
日
の
頼
朝
書
状
に
見
え
る
畿
内
・
山
陰
（
隠
岐
を
除
く
）
・
山
陽

・
南
海
道
諸
国
の
国
数
と
符
合
す
る
。
こ
こ
に
は
西
海
道
諸
国
が
省

か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
九
州
に
お
い
て
は
天
野
遠
景
が
鎮
西
奉
行

と
し
て
大
宰
府
機
構
を
通
じ
て
一
括
支
配
し
て
お
り
、
他
の
四
道
の

国
々
と
は
若
干
事
情
を
異
に
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
去
年
（
文
治
元
年
）
勇
士
を
遣
さ
れ
た
の
は
廿
六
ケ
国
と
書
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
山
門
治
…
一
思
編
ヰ
十
二
月
山
ハ
R
［
の
瓢
㎜
口
日
は
玉

葉
の
記
事
の
如
く
畿
内
以
西
諸
国
を
対
象
と
し
た
も
の
と
解
す
る
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

が
妥
当
で
、
牧
氏
の
説
に
竜
従
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
な
お
こ
の
時
東
国
が
除
か
れ
た
の
は
、
既
に
東
国
に
お
い
て
は
こ

の
論
旨
に
含
ま
れ
る
権
限
が
す
べ
て
頼
朝
に
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
石
母
田
氏
は
こ
の
論
旨
の
内
容
は
惣
追
捕

使
お
よ
び
一
国
地
頭
職
で
、
庄
郷
地
頭
職
に
つ
い
て
は
何
等
触
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
考
え
に
は
筆
者
は
賛
成
で
あ
る
。

前
に
竜
簡
単
に
触
れ
た
が
頼
朝
は
東
国
に
お
い
て
は
国
衙
領
に
対
す

る
勧
農
権
を
竜
有
し
て
い
た
如
く
で
あ
る
が
、
年
貢
を
確
保
す
る
前

提
た
る
勧
農
の
権
を
握
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
年
貢
の
収
納
、
兵
営

米
徴
集
等
は
そ
の
権
限
の
成
果
と
も
君
う
べ
き
も
の
で
、
勧
農
権
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

そ
は
一
国
地
頭
職
の
権
限
に
絹
即
し
い
。
特
に
下
記
が
文
治
元
年
十

二
月
昔
八
日
北
条
時
政
の
奏
請
内
容
を
伝
聞
し
て
玉
葉
に
「
惣
以
可

知
行
田
地
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
は
先
の
勧
農
権
を
想
起

せ
し
め
る
も
の
で
一
国
地
頭
職
と
勧
農
権
の
関
係
を
推
定
さ
せ
る
。

勧
農
権
は
国
務
の
中
で
も
特
に
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
の

時
頼
朝
は
西
国
に
お
い
て
竜
駕
国
と
ほ
ぼ
同
様
な
国
衙
在
庁
指
揮
潅

を
付
与
さ
れ
た
も
の
と
し
て
誤
な
か
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
頼
朝
が
東
海
・
東
山
両
道
諸
国
に
対
す
る
一
国
地
頭

職
補
任
権
を
獲
得
し
た
の
は
か
の
寿
永
二
年
十
月
十
四
β
宣
旨
の
際
．
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で
、
北
陸
道
に
つ
い
て
は
義
仲
滅
亡
後
聞
も
な
く
の
頃
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
文
治
二
年
六
月
廿
一
臼
の
頼
朝
奏
請
に
は
伊
賀
・
近
江
以

下
十
一
ケ
国
の
東
海
・
東
山
・
北
陸
三
道
の
国
々
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
十
一
ケ
国
が
畿
内
以
西
と
同
じ
扱
を
受
け
て
い
る
こ
と
か

ら
友
田
説
が
出
た
も
の
で
あ
る
が
、
頼
朝
が
一
旦
獲
得
し
た
一
国
地

頭
職
す
ら
も
す
で
に
な
し
崩
し
に
停
止
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
か
ら

　
　
　
＠

考
え
る
と
、
朝
頼
は
こ
れ
ら
十
一
ケ
国
に
対
し
て
寿
永
二
年
十
月
十

四
臼
宣
旨
な
ど
に
よ
っ
て
獲
得
し
て
い
た
権
限
（
国
衙
在
庁
指
揮
権
他
）

を
こ
の
時
最
終
的
撚
棄
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
白
河
院
と
頼

朝
と
の
関
係
を
見
る
と
、
頼
朝
は
院
の
強
引
な
政
治
力
に
よ
り
自
分

の
考
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
呂
来
ず
、
常
に
院
に
対
し
て
は
遠
慮
を

見
せ
て
い
た
。
建
久
元
年
上
洛
の
際
頼
朝
は
篤
実
と
会
見
し
た
が
、

そ
の
折
「
法
皇
御
万
歳
之
後
、
夜
陰
奉
帰
主
上
…
…
当
時
早
霜
奉
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

法
皇
之
間
、
万
事
不
可
叶
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
法
皇
在

世
の
間
は
頼
朝
と
て
竜
ど
う
し
ょ
う
も
な
か
っ
た
事
情
が
よ
く
示
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
国
衙
在
庁
指
揮
権
に
つ
い
て
竜
妥
協
。
譲

歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
文
治
二
年
六
月
廿
一
日
を
も
つ
て
三
河
．
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

濃
・
越
後
以
東
に
縮
小
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
鎮
西
に

お
い
て
も
文
治
元
年
十
二
月
に
獲
得
し
た
一
国
地
頭
職
補
任
権
．
国

衙
在
庁
指
揮
権
に
つ
い
て
譲
歩
を
行
い
、
帥
巾
納
言
沙
汰
に
よ
り
濫
’

行
停
止
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
ま
た
尾
張
．
美
濃
・
越
中
以
西
の
他

の
西
国
諸
国
に
お
い
て
は
院
宜
に
よ
り
武
士
の
非
法
を
停
止
す
べ
き

こ
と
、
即
ち
す
べ
て
を
院
の
裁
断
に
任
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
鎮
西

と
他
の
西
国
請
国
（
三
十
七
ヶ
国
）
と
は
共
に
頼
朝
の
藏
】
接
の
成
敗
か

ら
離
れ
た
と
い
う
点
は
似
て
い
る
が
、
　
一
方
は
義
経
謀
叛
後
頼
朝
が

議
奏
公
卿
の
一
人
と
し
て
推
薦
し
た
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
開
幕
派
に

属
す
る
権
中
納
言
兼
大
宰
権
帥
経
学
の
沙
汰
、
他
方
は
頼
朝
に
と
っ

て
最
大
の
障
碍
で
あ
っ
た
院
の
沙
汰
と
、
両
者
は
命
令
権
老
が
異
っ

て
い
る
。
こ
れ
以
後
鎌
倉
晴
代
を
通
じ
て
幕
府
は
大
宰
府
の
現
地
機

購
を
掌
握
し
、
九
州
地
方
の
国
衙
に
対
し
て
は
、
東
国
程
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
せ
よ
、
そ
れ
に
近
い
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
院

沙
汰
と
藩
中
納
言
沙
汰
と
の
問
に
は
形
式
的
に
は
と
も
か
く
、
本
質

的
に
は
大
き
な
違
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
で
は
こ
の
鎮
西
に
お
け
る
幕
府
の
地
位
を
決
定
づ
け
た
根
拠
は
ど

と
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
平
氏
が
大
宰
府
を
重
視
し
、

有
力
な
府
官
で
か
つ
又
平
氏
家
人
た
る
原
田
種
直
を
少
弐
に
補
任
し

て
現
地
機
構
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
。
幕
府
の
鎮
西
奉
行
も
ま
た
こ

れ
に
倣
っ
た
も
の
と
需
え
る
が
、
こ
う
し
た
地
位
を
公
家
に
承
認
せ
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し
ぬ
た
時
期
が
闘
題
に
な
る
。
平
氏
追
討
後
、
範
頼
は
鎮
酉
に
留
っ

て
い
た
が
、
こ
れ
は
追
討
使
の
任
務
の
継
続
で
、
院
か
ら
特
に
鎮
類

諸
国
を
管
掌
す
る
権
隈
を
与
え
ら
れ
た
と
は
考
え
難
い
（
史
料
F
）
。

石
井
進
氏
は
そ
の
青
島
を
前
述
の
如
く
元
暦
二
年
七
月
廿
八
日
院
庁

下
文
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
権
限
の
強
さ
に
つ
い
て
は
石
井
説
に
は

疑
問
が
あ
る
が
、
院
宣
に
よ
り
沙
汰
す
る
と
い
う
制
限
付
で
は
あ
っ

た
に
せ
よ
、
こ
の
蒔
始
め
て
追
討
使
で
は
な
し
に
大
宰
府
お
よ
び
管

内
諸
国
の
在
庁
官
人
に
対
す
る
指
揮
権
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

が
出
来
る
。
天
野
遠
景
が
鎮
西
奉
行
と
な
っ
た
の
は
文
治
元
年
十
二

月
の
い
わ
ゆ
る
「
地
頭
設
置
の
勅
許
」
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
そ
の

前
身
は
久
経
・
國
平
で
、
遠
景
は
彼
等
の
後
を
受
け
て
鎮
西
に
下
向

し
、
大
宰
府
機
構
を
掌
握
し
、
管
内
諸
国
に
対
し
て
東
国
同
様
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

衙
在
庁
指
揮
権
行
使
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
文
治
二
年
・
六
月
廿
一

日
頼
朝
奏
詰
以
後
は
帥
中
納
言
の
沙
汰
に
よ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の

権
限
も
縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
端
野
等
が
院
宣

に
よ
り
沙
汰
し
た
の
に
比
す
れ
ば
な
お
有
利
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

ま
た
他
の
濁
国
諸
国
が
院
の
沙
汰
に
よ
っ
た
の
に
比
し
て
も
有
利
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
鎮
西
奉
行
は
西
国
に
お
い
て
は
特
異
な
地
位

を
占
め
て
い
た
。
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
、
鎮
西
奉
行
と
い
う
職
名
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
幕
府
の
鎮
西
に
対
す
る
権
隈
に
は
東
鼠
に
近

い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
源
は
大
宰
府
と
い
う
国
の
上
に

立
つ
機
関
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
の
を
無
視
し
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
大
宰
府
機
構
の
掌
握
が
始
め
て
院
か
ら
認
め
ら
れ
た
時

期
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
・
石
井
氏
も
謡
わ
れ
る
如
く
、
現
存
史
料
か

ら
は
元
暦
二
年
七
月
廿
八
日
の
玉
壷
下
文
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
し

か
し
こ
の
時
久
経
等
に
与
え
ら
れ
た
権
限
は
東
国
に
お
け
る
程
強
く

は
な
く
、
院
宣
に
よ
る
沙
汰
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
文
治
二
年
六

月
昔
一
日
以
後
の
鎮
西
奉
行
よ
り
も
不
利
で
あ
っ
た
と
さ
え
考
え
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
石
井
氏
が
こ
の
院
試
下
文
を
寿
永
二
年
十
月
十

四
β
の
宣
旨
に
匹
敵
す
る
と
い
わ
れ
た
の
は
過
大
評
価
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
が
、
鎌
倉
幕
府
の
鎮
西
に
お
け
る
特
異
な
地
位
を
確
立
す

る
最
初
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
響
酔
言
の
説
は
正
し
い
も

の
と
考
え
る
。

　
な
お
石
井
・
石
，
母
田
両
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
平
氏
政
権
に
と
っ

て
も
、
頼
朝
に
と
っ
て
も
国
衙
の
組
織
・
機
能
を
無
視
し
て
兵
根
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
徴
収
し
、
謀
叛
人
を
追
討
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
山

陽
道
に
下
向
し
た
梶
原
景
勝
・
土
肥
実
平
も
一
応
国
衙
在
庁
機
構
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

掌
握
し
て
警
務
を
行
っ
た
と
い
う
。
こ
の
国
衙
在
庁
指
揮
権
が
、
い
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わ
ゆ
る
「
東
国
行
政
権
」
　
（
国
衙
在
庁
指
揮
権
）
と
同
じ
も
の
で
あ
っ

た
と
は
襲
い
え
な
い
が
、
こ
れ
ら
国
衙
機
構
を
無
視
し
て
追
討
使
の

職
貴
を
果
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
推
す
と
久
経
等
は
畿
内
近
国
に
お
い
て
も
、
何

ら
か
の
国
衙
在
庁
指
揮
権
を
持
た
ず
し
て
そ
の
職
責
を
全
う
す
る
こ

と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
彼
等
の
鎮
爾
四
国
に
お
け

る
権
限
は
畿
内
近
國
の
継
続
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
合
せ
れ
ば
、

彼
等
は
畿
内
近
国
諸
国
の
在
庁
宮
人
等
に
対
し
て
も
、
院
寛
に
よ
る

と
い
う
制
限
を
受
け
な
が
ら
も
、
何
ら
か
の
指
揮
権
を
有
し
て
い
た

も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

　
次
に
織
豊
等
が
鎮
西
四
国
に
下
向
す
る
に
至
っ
た
事
情
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
表
向
き
の
理
由
と
し
て
は
鎮
西
に
お
い
て
範
頼
に

濫
行
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
院
か
ら

範
頼
召
還
の
要
求
が
な
さ
れ
た
時
期
を
考
え
て
み
る
と
、
義
経
は
頼

朝
と
の
問
が
不
和
と
な
り
、
関
東
に
下
向
し
な
が
ら
鎌
倉
に
入
る
こ

と
も
許
さ
れ
ず
空
し
く
都
に
帰
っ
て
間
も
な
く
の
頃
で
あ
る
。
院
に

と
っ
て
頼
朝
の
勢
力
が
強
大
に
な
る
の
は
好
ま
し
い
こ
と
で
な
く
、

常
…
に
義
経
を
助
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
頼
朝
を
牽
憂
し
よ
う
と
さ
え
し

て
い
た
。
特
に
頼
朝
の
勢
力
が
畿
内
近
国
に
広
ま
る
こ
と
は
忌
む
べ

き
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
久
経
等
は
鎌
倉
…
殿
御
使
と
し
て
、
院
宣
に

よ
る
と
い
う
綱
限
付
な
が
ら
竜
畿
内
近
国
の
鶴
衙
在
庁
指
揮
権
を
有

し
、
治
安
維
搏
・
武
士
の
非
法
停
症
に
当
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
も
と

義
経
の
役
割
で
あ
っ
た
が
、
院
は
こ
う
し
た
権
限
を
頼
朝
の
手
か
ら

奪
回
し
て
義
経
に
与
え
、
頼
朝
の
勢
力
を
弱
め
よ
う
と
望
ん
で
い
た

と
こ
ろ
に
、
た
ま
た
ま
当
時
鎮
西
に
あ
っ
た
範
頼
に
非
法
の
行
が
あ

っ
た
と
の
訴
が
な
さ
れ
た
の
で
、
院
は
こ
れ
髪
好
機
と
し
て
樟
脳
の

召
還
、
心
経
等
の
鎮
西
・
四
国
へ
の
下
向
を
強
硬
に
申
入
れ
、
頼
朝
を

し
て
こ
れ
を
受
入
れ
る
の
や
む
な
き
に
至
ら
し
め
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
久
経
等
の
下
向
に
よ
っ
て
院
は
畿
内
近
国
に
対
す
る
支
配
権

の
図
幅
に
一
応
成
功
し
た
が
、
義
経
が
頼
朝
に
対
抗
し
う
る
程
の
勢

力
を
持
つ
こ
と
が
出
来
ず
、
や
が
て
か
え
っ
て
頼
刺
の
勢
力
を
畿
内

以
酒
に
ま
で
広
げ
さ
せ
る
と
い
う
皮
肉
な
結
果
を
招
く
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。

　
な
お
久
経
．
国
平
両
人
が
鎮
西
に
い
た
時
期
は
天
野
遠
景
が
鎮
西

奉
行
と
し
て
下
向
す
る
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
元
暦
二
年
七
月
昔
八
日

の
院
庁
下
文
を
帯
し
て
下
向
し
て
以
後
（
畢
く
も
八
月
中
旬
）
、
同
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

末
乃
至
翌
年
初
頭
頃
ま
で
の
半
年
足
ら
ず
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ

て
史
料
も
乏
し
く
、
鎮
西
は
も
と
よ
り
四
国
に
お
け
る
活
動
状
況
は
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全
く
不
明
で
、
彼
等
は
「
鎌
倉
殿
御
使
し
と
称
し
て
い
た
の
か
、
或

は
他
の
職
名
を
帯
し
て
い
た
の
か
も
明
か
で
な
い
。
し
か
し
そ
の
権

限
は
畿
内
近
国
に
お
け
る
と
ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
上

の
ご
と
く
鎮
西
四
国
に
お
け
る
場
合
も
鎌
倉
殿
御
使
と
し
て
の
活
動

と
し
て
扱
う
こ
と
に
し
た
。

結

び

　
目
以
上
「
鎌
帯
欝
門
殿
御
使
」
　
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
が
、
　
こ
れ
は
僅
麟
に

元
暦
二
年
（
文
治
元
年
）
の
約
一
年
間
設
け
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
こ
れ
は
直
接
・
間
接
に
或
は
所
謂
「
東
国
行
政
権
」
問
題
、

地
頭
勅
許
の
問
題
に
も
関
連
を
有
し
て
お
り
、
鎌
倉
幕
府
の
初
期
の

諸
制
度
を
明
か
に
す
る
上
で
一
つ
の
重
要
な
手
懸
り
と
も
な
妙
う
る

も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
面
か
ら
こ
れ
は
な
お
深
く
追
究
さ
る
べ
き

問
題
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
今
回
は
遂
に
そ
こ
ま
で

掘
り
下
げ
る
こ
と
が
娼
来
ず
、
単
に
児
通
し
を
述
べ
る
に
過
ぎ
な
か

っ
た
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
後
臼
に
論

ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
諸
賢
の
御
叱
正
を
賜
れ
ば
幸
で
あ
る
。
な
お

本
稿
は
昭
和
3
7
年
6
月
の
読
史
会
春
季
大
会
に
お
け
る
報
告
に
若
干

加
筆
し
た
竜
の
で
あ
る
。

①
　
堀
部
氏
所
蔵
文
書
。
な
お
賀
茂
鴉
雷
神
置
文
轡
（
平
安
遺
交
第
八
巻
欝

　
二
闘
薫
号
一
以
下
遺
文
八
一
四
二
四
三
の
魏
く
略
す
）
、
　
三
浦
周
行
為
所

　
蔵
文
欝
二
に
も
同
じ
も
の
が
駅
め
ら
れ
て
い
る
が
、
後
の
二
つ
は
い
ず
れ

　
も
虫
損
に
よ
り
宛
鍛
の
庄
名
の
部
分
を
判
読
し
得
な
い
。

②
　
書
陵
部
所
蔵
「
観
自
在
院
愚
状
」
所
収
（
遺
時
八
…
四
二
閥
五
）

③
御
池
坊
文
霞
（
遺
文
八
一
醐
二
六
五
・
高
野
山
文
書
第
九
巻
圏
六
簿
）

④
　
遺
文
八
一
四
二
四
二
。
霞
陵
部
所
蔵
で
か
な
り
時
代
が
降
っ
た
頃
の
案

　
文
と
晃
ら
れ
る
。
形
式
は
先
の
三
通
と
異
っ
て
い
る
が
、
内
容
そ
の
他
か

　
ら
考
え
る
と
こ
と
さ
ら
に
偽
交
雷
と
す
る
必
要
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑤
金
勝
寺
文
書
（
遺
文
八
一
四
二
四
六
）

⑥
吾
妻
鏡
元
暦
二
年
二
月
五
日
条

⑦
陶
｝
7
0
暦
二
年
七
月
十
二
臼
、
八
月
十
三
日
条

⑧
御
池
坊
門
欝
元
暦
二
年
六
月
六
日
大
江
広
元
雷
状
案
（
遺
文
八
一
四

　
二
六
三
）
こ
の
右
肩
に
日
切
楢
庄
領
象
御
奏
状
扁
と
あ
る
の
は
誤
で
、
平

　
安
遺
文
の
文
轡
名
が
正
し
い
。

⑨
友
田
吉
之
助
「
文
治
元
年
守
護
地
頭
設
醗
に
つ
い
て
の
再
検
討
」
（
『
日

　
本
歴
史
』
一
三
三
号
）
安
田
元
久
『
地
頭
及
び
地
頭
領
主
制
の
研
究
』
第
，

　
三
章
3
、
第
四
章
2
・
3
。

＠＠＠＠＠＠
註
②
参
照
。

註
④
参
照
。

註
⑧
参
照
。

岡
田
欝
　
元
暦
二
年
七
三
一
日
盛
禁
雨
雲
案
（
遺
交
声
－
四
二
六
隣
）
。

訣
③
参
照
。

註
③
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
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⑯
　
　
伽
御
池
坊
山
又
澱
H
（
猟
羅
文
八
一
澱
二
六
｛
ハ
）
。

⑰
安
田
前
掲
書
工
ハ
四
頁
。

⑲
註
⑰
参
照
。

⑧
安
慰
前
掲
書
一
五
九
～
一
六
〇
貰
。

⑳
友
田
前
掲
論
文
。

⑳
註
②
参
照
。

⑳
　
吾
妻
鏡
同
日
条
。
、

⑳
註
①
参
照
。

⑳
賀
茂
別
雷
神
社
交
鞍
（
遺
文
八
一
四
二
五
七
）
。

⑳
　
玉
葉
　
元
暦
二
年
二
月
十
六
日
条
。

⑯
　
春
罠
神
社
文
書
　
欝
永
三
年
二
月
廿
二
臼
源
義
経
講
文
案
（
遺
文
八
1
・

　
四
一
三
六
）
、
元
暦
元
年
九
月
日
錘
水
西
牧
藍
野
郷
善
姓
等
解
案
（
岡
八

　
－
四
二
〇
七
）
そ
の
他
。

⑳
　
水
走
文
書
　
欝
永
三
年
二
月
日
源
康
忠
解
案
（
遺
文
八
一
四
一
閥
○
）

⑳
　
神
田
孝
平
氏
所
蔵
交
誉
　
寿
永
三
年
三
月
日
手
遠
院
所
司
等
解
（
遣
文

．
八
－
四
一
塑
五
）
こ
の
外
題
の
花
押
は
義
経
の
も
の
で
あ
る
。

⑧
高
野
由
文
欝
之
一
、
四
｝
三
号
（
宝
簡
集
三
十
三
）
寿
永
三
年
三
月
四

　
臼
金
翻
峯
寺
衆
徒
解
。
岡
交
書
之
一
、
闘
一
五
号
（
元
暦
元
年
）
五
月
二

　
日
源
義
経
欝
状
。

⑳
　
覗
見
忠
三
郎
氏
所
蔵
文
書
　
元
暦
元
年
五
月
十
八
賦
関
東
下
知
状
（
遺

　
交
八
一
四
一
七
一
）

⑳
根
来
要
書
下
元
麟
元
年
五
月
二
四
日
栄
義
経
下
文
案
（
遺
文
八
一
四

　
一
七
四
）

⑳
　
益
田
家
文
書
　
元
暦
元
年
五
月
日
野
義
経
下
文
案
（
遺
交
八
－
四
㎝
七

　
七
）

⑳
　
吾
妻
鏡
元
暦
発
年
八
月
三
日
条
。

⑭
　
嗣
　
元
暦
元
年
十
二
月
三
臼
条
。

⑳
　
尊
経
閥
所
蔵
交
書
　
元
暦
二
年
正
月
廿
二
日
源
義
経
安
堵
状
（
遺
交
八

　
一
四
工
二
八
）

⑳
　
益
田
家
交
書
　
元
暦
元
年
十
｝
月
骨
五
日
源
範
頼
下
交
案
（
遺
交
八
一

　
嬰
二
八
）

⑰
　
葺
妻
鏡
元
暦
元
年
八
月
八
日
条
。

⑱
　
同
　
同
年
七
月
三
日
条
。

⑳
　
嗣
　
同
年
八
月
工
臼
、
三
臼
条
。

⑩
　
東
南
落
文
欝
之
二
、
五
八
帯
万
　
元
暦
元
年
八
月
九
日
大
内
惟
義
下
文

　
案
。

⑭
　
東
大
専
文
書
四
ノ
閥
、
寿
永
二
年
十
月
十
一
臼
源
頼
朝
下
交
案
（
遺
文

　
八
－
廻
＝
○
）

⑫
佐
藤
進
嘗
縛
永
二
年
十
月
の
三
生
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
評
論
』
一
〇
七

　
号
）
こ
の
宣
旨
の
評
価
に
つ
い
て
は
佐
藤
・
石
井
良
助
、
水
戸
部
鳥
撃
、

　
石
撮
三
十
そ
の
他
諸
氏
の
間
で
論
争
が
行
わ
れ
て
来
た
。
そ
れ
に
つ
い
て

　
一
々
述
べ
る
こ
と
は
詳
略
す
る
が
、
佐
藤
氏
の
説
が
最
も
妥
当
の
よ
う
に

　
考
え
ら
れ
る
。

⑱
寿
永
三
年
二
月
の
頼
朝
の
葵
請
四
ケ
条
（
葺
妻
鏡
隅
月
廿
五
日
条
）
の

　
第
一
条
「
朝
務
等
審
」
は
当
時
は
す
で
に
頼
朝
が
東
海
・
東
山
・
北
陸
三

　
道
に
お
け
る
勧
濃
権
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
北
陵
駕
に

　
お
け
る
鎌
倉
殿
勧
濃
使
の
活
動
と
合
せ
考
え
れ
ば
、
頼
朝
は
北
陸
道
諸
顛

　
に
対
し
て
も
義
仲
滅
亡
後
間
も
な
く
閣
衙
在
庁
指
揮
権
を
掌
握
し
て
い
鳶
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「鎌倉殿獅使」考（田中）

　
も
の
と
し
て
差
支
え
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
悶
題
に
つ
い
て
は
別
稿
で

　
詳
論
し
た
い
。

⑭
　
吾
妻
鏡
寿
永
三
年
一
｝
月
十
八
臼
条
。

⑬
　
　
柚
個
恰
幅
　
「
仁
和
寺
交
書
捻
遺
」
（
『
崩
入
轡
†
雑
椰
晶
誌
』
論
ハ
八
ノ
九
曜
万
）
　
石
井
進
　
「
薫
－

　
氏
・
鎌
禽
両
政
権
下
の
安
芸
圏
衙
扁
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
五
七
号
）
。

⑳
　
吾
妻
鏡
元
暦
元
年
十
月
目
七
日
条
。

⑰
　
根
来
要
霧
下
　

（
元
暦
元
年
）
八
月
置
臼
紀
伊
濁
司
藤
環
範
季
請
文
案

　
（
遺
交
八
一
四
一
八
九
）
そ
の
他
。

⑱
　
薪
妻
鏡
　
元
暦
二
年
五
月
五
日
条
。

⑧
註
⑳
に
よ
れ
ば
こ
れ
よ
り
先
範
頼
は
九
州
を
、
義
経
は
四
国
を
管
領
す

　
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
久
経
等
の
西
園
下
向
は
そ
の

　
後
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
註
⑩
参
照
。

㊥
　
石
井
進
「
太
宰
府
機
構
の
変
質
と
鎮
西
奉
行
の
成
立
」
（
『
史
学
雑
誌
』

　
山
ハ
八
ノ
一
照
竃
）
。

㊥
　
安
濁
前
掲
書
一
七
一
頁
。

㊥
　
牧
健
二
「
石
緑
賑
・
佐
藤
…
両
氏
共
繍
…
『
中
世
の
法
と
闘
家
』
鳳
（
『
亦
ハ
学
雑

　
誌
』
七
〇
ノ
三
号
）
。

⑭
　
石
偲
田
園
「
鎌
倉
幕
府
一
照
地
頭
職
の
成
立
扁
　
（
石
舞
解
・
佐
藤
共
縮

　
『
中
世
の
法
と
照
家
」
所
取
）
そ
の
他
　
述
の
労
俘
が
あ
る
。

⑳
　
　
五
悶
妻
鏡
　
　
轟
又
治
一
兀
年
十
一
月
十
門
八
［
［
門
、
　
岡
鵡
口
九
R
門
、
　
十
二
凹
β
羅
臼
、
　
隅

　
廿
一
ロ
、
岡
締
舜
条
。

⑳
　
註
⑨
参
照
。

⑰
　
安
田
前
掲
謁
一
三
憲
貰
。

㊥
　
註
⑲
参
照
。

㊥
　
東
国
に
鰐
す
る
頼
朝
の
圏
衙
在
庁
指
揮
権
も
近
江
購
に
対
し
て
は
認
め

　
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
と
前
に
述
べ
た
が
、
廿

　
六
ケ
園
に
近
江
を
含
ま
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
考
は
矛
嚇
す
る
こ
と
に
な

　
る
。
透
江
に
対
し
て
寿
永
二
年
十
月
十
四
臼
の
宣
旨
に
よ
り
｝
応
繍
衙
在

　
庁
指
揮
権
が
認
め
ら
れ
た
が
、
都
に
近
い
な
ど
の
関
係
か
ら
頼
朝
が
権
眼

　
行
使
を
保
留
し
、
他
の
東
国
諸
照
と
は
鴉
の
扱
と
し
た
と
考
え
る
方
が
妥

　
当
で
あ
ろ
う
か
。

⑧
．
註
＠
参
照
。

⑧
勧
農
権
に
つ
い
て
は
註
⑱
参
照
、
｛
麟
地
頭
職
と
の
関
係
に
つ
い
て
の

　
詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

＠
葺
妻
鏡
文
澄
二
年
三
月
一
臼
、
岡
二
購
、
同
三
月
七
臼
条
。

⑧
玉
葉
建
久
元
年
十
蝋
型
九
日
条
。

⑭
　
　
鷲
開
妻
鏡
汁
入
治
二
年
六
口
月
廿
一
鎖
条
。

㊥
　
註
＠
参
照
。

⑧
　
鎌
鱗
奉
行
に
つ
い
て
は
佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
舗
度
の
研
究
』
、
石

　
井
進
註
＠
論
文
参
照
。

⑧
石
井
進
「
鎌
倉
幕
府
と
律
令
鮮
度
地
方
行
政
機
関
と
の
開
田
」
（
『
史
学

　
雑
誌
臨
六
六
ノ
【
　
　
口
万
）
。

　
石
臼
田
正
前
掲
論
交
（
註
⑭
）

⑲
　
吾
妻
鏡
寿
永
藁
年
二
月
十
八
揖
、
三
月
廿
五
日
条
。

⑧
註
㊥
参
照
。
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10鍛　‘‘Kamakura－dono－Otsukai”　錆詫倉殿御使

　　　　　　a　stud，y　of　glle　early　sysiten）　of　the

　　　　　Ka吻afeura．鎖隻禽Sh6gunate（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Mino1u　TaRaka

Hαe虚．e　do　l｝ot　trea．t　Otsztleai御使as　a　general　meanip9・f　t｝ユe

．word　i三l　the　I〈amabum鎌倉Shogumate，　btlt　that　of施加罐欝α一4伽。

鎌禽殿・・．・issue・・f働4・・謙辞ゴ下文・鋤三hg　w三th　th・p・・ag・ゆ

’“． P，飽規α々κ忽伽σ0渉s痴癩鰍殿御使，9・・al・t．．．’”rhls」Kudas励諭2∫

下文．has　not　been　found．only．except　圭11　the　short　period　frg．rd

Ap・i1．t6　」Uly　in　th．・・ec…dyea・・f　G勤吻元暦・

　　Two　men，　Hi・satsune’Nahahara　lキ覧携ミ財経and　KwniJ2irαKondoh’ichi

．近藤’嘱平・w・・eapP・i・e・d．thi・・th・i・1・・’・suppressin9・tlt・ag・、・l

feudal　warrlors．in　Kyoto　fi」XI・XK　and　its　neighbotn’ing　couBtries　fi”om

February　s　th　to　July　28　th　in　the　same　year，　and　ik　the　four’

cotmtries　of　Chin2ei　lttttt一｛ilJiza一　from　the　end　of　the　year　to　the　beginning

・of’ 狽?ｅ　next　year．　Befoye，　’startipg．　for　their　new　post　in．　Chin2ei，

’they　took　oMce　of　maintaining　public　safety　in　Kyoto　and　lts’

e！even　Aeighbouring　countries　after　Yoshitsune’s　erA“一K　depayture

for　the　front．　What　were．tlie　eleven　countries？　And　what　im－

portance　had　their　start　for　Chinzei　l’／These　questions　have　the

－close　relatioxx　to　“　aclministi－atlve　power　of　the　eastei”n　coulttry　”

：東国行政権and“　establi＄hmen．t．of／1’o地．頭”and　a　help　of　study．

ing　the　Kamafeura　Shogunate　systems　in　the　founding　period．

　　　　CQ阜version　frgm　the　Saionji－Hのydshi西園寺翰林

　　　　　　Line　to　the　Katsura－Komura桂＝：小村LiAe

　　　　　　　　　　　in　the　Policy　towards　Manchuria

　　　　　　　　　　　　　　The　Manchurian　pr6bleM　in　the

　　　　　　　　　　　　　　　　Russo－Japanese　War

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jiichi　Nakayarna

Japan，　havihg　enthasiastically　advocated　tke　open－door　pollcy　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　960　）


